




我が国の外国人技能実習制度は、開発途上国の青壮年等への技能移転を通じた国際

貢献を目的に、１９９３年に創設され、これまで幾度かの改正を経て発展してまいりまし

た。技能実習生の在留者数は、リーマンショック直後に一時減少したものの、ここ数年は毎

年右肩上がりで増加しており、２０１６年１２月末の統計では２２万８千人を超えるまでになって

います。技能実習生の送出し国についても、以前は中国からの技能実習生が半数以上を占

めていましたが、近年はベトナムからの技能実習生が急増し、現在はベトナム、中国、フィリ

ピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ミャンマーといった国々が技能実習生の在留者数で上

位を占めています。

　このように技能実習生が増加し、送出し国も多様化するなか、制度の適正運用をより進める

必要があるとの声が強まり、それを実行するための措置として、２０１５年３月に「外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が国会に提出されました。この技

能実習法は、昨年１１月の臨時国会において約２年越しで成立し、昨年１１月２８日の公布を経

て、去る４月７日の政令において２０１７年１１月１日からの施行が決定いたしました。

　技能実習法に基づく新制度では、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制など、抜本

的な制度改正が実施される予定であり、約四半世紀にわたる技能実習制度の歴史の中でも、

今回の制度改正は制度の「第二の創設」と言える程の大規模なものとなっています。従来の技

能実習制度を引き継ぎ、その延長線上にあるとはいえ、多くの手続きが追加され、より厳格な

制度へと生まれ変わることとなります。

　私どもJITCO は１９９１年の設立以来、技能実習制度の適正かつ円滑な推進に寄与するこ

とを使命として、監理団体、実習実施機関、送出機関等への総合的な支援や適正実施の助言・

指導などを行ってまいりました。新制度においても、引き続き、外国人技能実習制度を支える

中核的な推進機関として、その役割・使命を果たしてまいります。

　監理団体・実習実施機関の皆様には、JITCO の業務に関しまして、従前と変わらぬご理解・

ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

公益財団法人 国際研修協力機構

理事長　鈴木 和宏
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外国人技能実習制度の
「第二の創設」にあたって

巻頭言



公益財団法人 国際研修協力機構

専務理事　新島良夫

2017年３月に全国８ヶ所で開催した外国人技能実習制度「新制度説
明会」の参加者アンケートでお寄せいただいたご質問・ご要望をもと
に、これからのJITCOについてJITCO新島専務理事にインタビュー
しました。

JITCO専務理事に聞く

これからのJITCOについて
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先ずは、技能実習法で新たに設立された外国人
技能実習機構とJITCOの役割の違いについて
教えてください。

新制度において、新たに設立された外国人技能実習

機構とJITCO の役割の違いを一言で表すと、外国人

技能実習機構は制度の適正化のための管理監督を中

心に行い、私どもJITCO は主に制度の円滑化のため

の支援機関の役割を担うことになります。

JITCO は、これまでは言わば「制度の適正化」と「制

度の円滑化」の両方の役割を担ってきたわけですが、

新制度においては、監理団体、実習実施者、送出機

関などの制度関係者や政府関係機関の間に立って、国

内外の関係者に支援・助言を行う組織として、制度活

用の「円滑化」を柱に、長年蓄積してきた経験を生か

し活動していくことになります。

それに伴い、JITCOの活動内容はどのような姿
になりますか？

新制度においては、JITCO は外国人技能実習制度

の円滑化のための「総合支援機関」となり、受入れ支

援、手続き支援、送出し支援、人材育成支援、実習

生保護支援の５つの支援を柱に活動していくこととして

います。

イメージ的に言いますと、現行制度のもと厚生労働省

からの委託事業として実施していた JITCO の「巡回

指導」などは、新制度においては外国人技能実習機

構の設立に伴い終了する見込みですが、一方で、

JITCO 本部や地方駐在事務所における相談対応はも

ちろん、JITCO から監理団体の皆様のところにお伺い

しての情報提供・アドバイスなども行っていく予定です。

JITCO の職員は総合コンサルタント的な視点から、今

まで以上に皆様のお近くでご相談に応じ、皆様とともに

その問題解決に努めていくことになります。

特に、技能実習法のもとで新たに導入される「監
理団体の許可申請」や「技能実習計画の認定申
請」に関して、相談・支援のニーズが増すと思わ
れますが、この点で監理団体や実習実施機関は
どのようなJITCOの支援が受けられますか？

11 月１日の技能実習法の施行を目前に控え、外国人

技能実習機構において、６月から監理団体許可申請、

７月から技能実習計画認定申請のそれぞれ事前受付が

始まりました。JITCO ではそれに先立ち、５～６月に「新

制度・技能実習生受入れセミナー」を全国９ヶ所・１2

回開催し、監理団体許可や技能実習計画認定の申請

書類の書き方などについて説明させていただきました。

多くの監理団体・実習実施機関の皆様にご参加いただ

きましたが、JITCO の本部（東京）や地方駐在事務

所ではいつでもご相談に応じ、支援・助言をさせていた

だきます。

特に、技能実習生ごとに作成・申請が必要となる技
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能実習計画に関しては、外国人技能実習機構宛ての

申請書類の事前点検・提出を新たに行うほか、従来実

施してきた地方入国管理局への入国・在留申請書類の

事前点検・取次ぎに至るまで支援いたします。

セミナーや教材等についても今後の展開方針を
聞かせてください。

セミナーに関しては、今年３月に開催した「新制度説

明会」や前述の「新制度・技能実習生受入れセミナー」

のように、全国各地での開催に努め、制度の包括的な

仕組みや具体的な手続きの注意点などについて情報提

供を行う予定です。

また、新制度において監理団体および実習実施者を

対象に受講が義務づけられている監理責任者や技能

実習責任者の養成講習などについても、主務大臣の確

認・告示を前提に、当該講習の体制を整備のうえで養

成講習機関となり、早期かつ広範囲での講習開催に努

めます。

教材・テキストに関しては、新制度に関する各種参

考書籍のほか、送出し国の多様化や職種追加に対応

するため、多言語化や新たな専門用語対訳集の作成

などを進めます。その他、送出機関に対しても、相談・

助言や日本語指導に関する支援を行っていきます。

JITCOの賛助会員制度や会員特典について説
明してください。

今まで申し上げてきた今後の事業を実施するにあたっ

ては、賛助会員の皆様からの会費が基盤となります。

私どもとしては、できるだけ多くの方々に賛助会員になっ

ていただきたいと思っておりますので、種々の賛助会員

特典を用意しています。

たとえば、①セミナー等の受講料の優待、②講師派

遣の優先実施・講師派遣料の優待、③外国人技能実

習機構・地方入国管理局宛て申請書類の点検・提出・

取次サービスの料金優待、④「JITCO サポート（申請

書類作成支援システム）」のご提供、⑤「賛助会員ポ

ータルサイト」・メールマガジンによる優先的な情報提供、

⑥定期刊行物「かけはし」「技能実習生の友」の冊

子配付、⑦教材・テキストの割引価格でのご提供など

がありますので、会員の皆様は是非 JITCO の各種支

援サービスをご活用ください。

これからも技能実習制度の円滑な推進に向けて、皆

様のお役に立つサービスの拡充に努めていきます。
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個別相談・講師派遣 セミナー・講習会

受入れ支援

● 技能実習制度（新旧制度）に関する各種ご相談
● 監理団体への訪問による情報提供・相談支援
● 監理団体の依頼に基づく実習実施者への訪問支援
● 職種追加に関するご相談
● 監理団体への送出し国・送出機関に関する情報提

供・相談

● 技能実習制度説明会
● 技能実習生受入れ実務セミナー
● 技能実習生とのコミュニケーション実践セミナー
● 特別セミナー（監理実務セミナー、禁止罰則規定実

務セミナー、相談員養成セミナー等）

手続き支援

● 外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請

書類の点検・提出
● 地方入国管理局への入国・在留諸申請書類の点

検・取次ぎ
● 上記申請書類の作成支援

● 新制度・技能実習生受入れセミナー

　（団体許可申請書類及び計画認定申請書類の書き

方等 ※2017年5、6月開催済み）
● JITCOサポート（申請書類作成支援システム）講習会

送出し支援

● 送出し国窓口との協力による送出機関への支援
● 海外視察
● 送出機関への日本語教育支援
● 送出機関への教材販売

● 監理団体・送出機関のジョイントセミナー
● 送出し各国事情説明会

人材育成支援

● 技能実習生の技能向上に関する支援
● 日本語指導支援
● 教育・テキストの販売

● 監理責任者等養成講習（仮称）※

● 技能実習責任者養成講習（仮称）※

● 技能実習指導員養成講習（仮称）※

● 生活指導員養成講習（仮称）※

● 日本語指導担当者実践セミナー
● 日本語指導トピック別実践セミナー

実習生保護支援

● 法的保護情報講習への講師派遣
● 技能実習生向け母国語相談
● 外国人技能実習生総合保険等の普及（JITCO保険）

ー

（注）※印の講習については、養成講習機関としての主務大臣による確認・告示を前提に実施いたします。

　　　  の主な支援サービス

受入れ
支援事業

実習生保護
支援事業

手続き
支援事業

人材育成
支援事業

送出し
支援事業 5つの

支援

JITCOの
支援サービスについて
　JITCOは1991年の設立以来、技能実習制度の歴史と共に
歩んでまいりました。
　新制度においても、監理団体、実習実施者、送出機関等の総
合支援機関として、受入れ支援、手続き支援、送出し支援、人
材育成支援、実習生保護支援の５つの支援事業を柱に、個別の
ご相談への対応やセミナー・講習会の開催などを通じて、技能
実習制度の円滑な運営に寄与してまいります。



技能実習法に基づく新たな外国人技能実習
制度では、技能実習の適正な実施や技能実習
生の保護の観点から、監理団体の許可制や技
能実習計画の認定制等が新たに導入される一
方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実
習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制
度の拡充も図られます。また、技能実習法により
新たに外国人技能実習機構が設立され、本年
11月1日の法施行に向け、監理団体の許可や
技能実習計画の認定に関する申請書類の受付
を開始しています。
そこで本号では、外国人技能実習制度「新
制度特集」として、新制度に向けた準備のポイ
ントを中心に解説します。

特 集

新制度対応監理団体・実習実施者の皆様の

外国人技能実習制度

技
能
実
習
の
適
正
な
実
施

①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定

②技能実習計画の認定制

③実習実施者の届出制

④監理団体の許可制

⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設

⑥�事業所管大臣等への協力要請等の規定の整備及び関係行政機関等
による地域協議会の設置

技
能
実
習
生
の
保
護

①人権侵害等に対する罰則等の整備

②技能実習生から主務大臣への申告制度の新設

③技能実習生の相談・通報の窓口の整備

④実習先変更支援の充実

制
度
の
拡
充

①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長（3年→ 5 年）

②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大

③�対象職種の拡大（地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同
時実習の措置）

技能実習法に基づく新制度の概要

外国人技能実習機構における事前受付

技能実習法施行日

2017年11月1日

監理団体許可申請 2017年6月1日〜

技能実習計画認定申請 2017年7月3日〜

５ヶ月前 1年目 2年目 4年目3年目 5年目
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又
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（
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技
試
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の
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）
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国

（
1
ヶ
月
以
上
）

3
級
（
実
技
試
験
の

受
検
が
必
須
）

講
習

技能実習1号イ、ロ在留資格

技能実習
の流れ 実習

技能実習2号イ、ロ

実習

技能実習3号イ、ロ

優良な監理団体・実習実施者に
限定した拡充措置

実習

入国までの準備

技
能
実
習
計
画
１
号
準
備

技
能
実
習
計
画
認
定
申
請 

⬇ 

認
定

在
留
資
格
認
定
証
明
書
交
付
申
請 

⬇ 

交
付

査
証
申
請 

⬇ 

発
給

新制度における技能実習生の入国から帰国までの流れ
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監理団体許可制の概要1

技能実習法に基づく新制度では、監理事業を行おうとする
者は、主務大臣の許可を受けなければならないとされ、監理
団体として満たさなければならない要件が、技能実習法及び
関係法令で定められています。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の２

つの区分があり、特定監理事業の許可を受ければ第１号から
第２号までの技能実習に係る監理事業を行うことができるのに
対し、一般監理事業の許可を受ければ第１号から第３号（技
能実習法により新設、在留期間は最長 5 年間）までの技能
実習に係る監理事業を行うことができます。また、一般監理事
業の許可を受けると、受入れ人数枠の拡大が認められます。
したがって監理団体は、許可申請を行うにあたって自身がど
の段階（技能実習第１号～第３号）までの実習監理を行うか
を確認のうえ、特定監理事業か一般監理事業のいずれかの
区分で申請することになります。
この許可にあたっては、事実関係の調査を外国人技能実
習機構が行うこととなっています。申請者は、申請書類を同機
構の本部事務所の監理団体部審査課に提出するとともに、同
機構が行う調査を受けなければ許可を得ることはできません。
なお、最終的な許否の判断は主務大臣（法務大臣、厚生

労働大臣）が行い、許可が決まれば、申請者（監理団体）
に許可証が交付されます。監理団体許可申請の外国人技能
実習機構での事前受付は既に2017 年 6月から始まっており、
諾否の結果は技能実習法の施行日である11月1日以降に申
請者に通知されます。

許可申請手続きについて2

監理団体許可に関する申請先、申請方法、申請書、必要
書類は表１のとおりです。必要書類については約 40 種類にの
ぼります。
申請先である外国人技能実習機構のホームページ（
http://www.otit.go.jp/html/info_kanri.html）に「監理
団体許可関係申請に係る提出書類一覧・確認表」が掲載さ
れていますので、そちらも必ずご確認ください。

監理団体

労働政策審議会

厚生労働省
④内容確認
⑥許可証発行手続

①許可申請

⑤意見
　聴取

協議

③申請書・調査結果の送付

許
可
証
の
交
付

②事前調査業務の実施

法務省
④内容確認
⑥許可証発行手続

外国人技能実習機構（本部）

外国人技能実習機構
（地方事務所）

申
請
先

外国人技能実習機構の本部事務所においてのみとなります。
〒108-8203　　
東京都港区港南1－6－31品川東急ビル８階　
外国人技能実習機構 本部事務所 監理団体部
電話：03 － 6712 － 1923

申
請
方
法

郵送のほか、申請者が外国人技能実習機構本部事務所に
来所して行うこともできます。郵送の場合、原則として書留
等（対面で届き、かつ受領印又は受領の際の署名を行いか
つ「信書」を送ることができる方式）で送付します。

申
請
書

外国人技能実習機構の本部事務所にて配布されるほか、外
国人技能実習機構のホームページからダウンロードできます

（片面印刷）。

必
要
書
類

許可申請１件につき、申請書（正本１通及びその写し２通）
及び添付書類（正本１通及びその写し１通）が必要となりま
す。各申請における必要書類については、「監理団体許可
関係申請に係る提出書類一覧・確認表」（※）をご覧になり、
片面印刷で、記載例を参照してご用意ください。
※ http://www.otit.go.jp/html/info_kanri.html掲載。
※提出された書類（正本）は返却されません。
※ 申請書を提出する前に必ず提出書類一覧・確認表により

不足書類がないか確認願います。

新 制 度 特 集 ①

図1�監理団体の許可の流れ

表1���監理団体許可に関する申請先、申請方法、
　　�申請書、必要書類

出所：外国人技能実習機構ホームページ掲載「監理団体の許可申請手続について」を基に
JITCO作成

出所：「技能実習制度運用要領」（法務省・厚生労働省 編）

監理団体許可申請について
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許可基準の適合性の確認3

主な監理団体の許可基準は表２のとおりです。まずは、各
基準に適合するか自己チェックをお薦めします。
表２中のチェックリストに掲載した内容は全て技能実習法令

に明記されており、いずれも重要ですが、特に下線部分につ
いては、従来の入管法令等に記載がなく、今回の技能実習
法令で新たに追加された部分になります。

主な許可基準項目の解説4

今回、新たに技能実習法令で定められた部分を中心に、
以下に補足的に解説します。

（１）監理団体の業務の実施に関するもの

監理団体には、傘下の実習実施者に対する定期監査、第
１号の技能実習生に対する入国後講習、技能実習計画の作
成指導、技能実習生からの相談対応のそれぞれを適切に行
える能力を有することが求められ、省令により監査や計画作成
指導等の規定が具体的に示されています。

（２）財産的基礎に関するもの

監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するかに
ついては、監理団体の事業年度末における欠損金の有無、債
務超過の有無等から総合的に判断されます。なお、ここでいう
事業年度とは技能実習事業年度を意味するものではありません。

（３）個人情報の保護に関するもの

監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍（国又は
地域）等や実習実施者の情報など、個人情報として保護す
る要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報を適正
に監理し、秘密を守るために必要な措置を講じていなければな
りません。

①�商工会議所・商工会、中小企業団体、職業
訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、
公益社団法人、公益財団法人等で営利を目
的としない法人であるか？

□

②�監理団体の業務の実施基準に従って事業
を適正に行うに足りる能力を有すること。

● ３ヶ月に１回以上、実習実施者に対する定
期監査や臨時監査（技能実習の実施状況
の実地確認、技能実習責任者及び技能実
習指導員から報告を受けること、在籍技能
実習生の4分の1以上と面談、実習実施者
の事業所における設備の確認及び帳簿書
類等の閲覧、技能実習生の宿泊施設等の
生活環境の確認 等）を実施する体制はあ
るか？

□

●  第１号の技能実習生に対する入国後講習
を実施する体制（適切な者に対しては委
託可能）はあるか？

□

●  技能実習計画の作成指導（指導に当たり、
技能実習を実施する事業所及び技能実
習生の宿泊施設を確認、技能等に一定の
経験等を有する技能実習計画作成指導
者が担当）を実施できる体制はあるか？

□

●  技能実習生からの相談対応を実施できる
体制はあるか？ □

③�監理事業を健全に遂行するに足りる
　財産的基礎を有しているか？ □

④�個人情報の適正な管理のために
　必要な処置を講じているか？ □

⑤�外部役員又は外部監査の措置を
　実施しているか？ □

⑥�基準を満たす外国の送出機関と、技能実習
生の取次ぎに係る契約を締結しているか？ □

⑦�その他①～⑥のほか、監理事業を適正に
　遂行する能力を保持していること。

● 適正な種類及び額の監理費をあらかじめ
用途及び金額を明示した上で徴収するこ
とになっているか？

□

● 監理業務は自己の名義で行っているか？ □

● 適切な監理責任者を事業所ごとに選任し
ているか？ □

⑧�（一般監理事業の許可を申請する場合）
　優良要件に適合しているか？ □

表2�主な監理団体の許可基準�（自己チェックリスト）
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監理団体許可申請にあたっては、指針に基づき作成した個
人情報適正管理規程を提出する必要があります。なお、規程
例が法務省・厚生労働省から示されています。

（４）外部役員及び外部監査に関するもの

監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理する
際には、中立的な業務運営を行うことが難しい側面も存在しま
す。そのため、新制度では、①外部役員の措置、又は、②
外部監査の措置のいずれかを監理団体が講じることにより、
監理団体の業務の中立的運営が求められます。

外部役員及び外部監査人には、養成講習の受講（養成講
習については本誌 P.18 参照）が義務づけられるほか、監理
団体の各事業所について監査等の業務遂行状況を３ヶ月に１
回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することなど
の要件が定められています。

また、外部役員及び外部監査人は下記に該当する者及び
法人であってはなりません。

①   実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去
５年以内の役職員

②   過去５年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は
過去５年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者（監理団体）の現役又は過去５年以内の役職員
⑤   申請者（監理団体）の構成員（申請者が実習監理する団体

監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。）
又はその現役又は過去５年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧   申請者（監理団体）に取次ぎを行う外国の送出機関の現役

又は過去５年以内の役職員
⑨   過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員

による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
※ ④⑦について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監

督に関する専門的な知識と経験を有する役員（専門的な知
識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員）
及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として
認められる。

（５）外国の送出機関に関するもの

新制度では、監理団体の許可にあたり、外国の送出機関
が主務省令で定める要件に適合することを求めることになって
います。そのため、監理団体は監理団体許可申請書に当該

外国の送出機関の名称等を記載するとともに、外国の送出機
関との間で締結した当該取次ぎに係る契約書などを添付書類
として外国人技能実習機構に提出する必要があります（外国
の送出機関の要件等については本誌 P.19 参照）。

（６）監理責任者の選任

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに、監
理事業に関する各事項を統括管理する監理責任者を選任す
る必要があります。選任する監理責任者は、事業所に所属し、
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者
でなければなりません。また、監理責任者には養成講習の受
講が義務づけられます（養成講習については本誌 P.18 参照）。

なお、監理責任者には、欠格事由に該当する者（禁錮以
上の刑に処せられ、その執行を終えた日から５年を経過してい
ない者など）、過去５年以内に出入国又は労働に関する法令
に関し不正又は著しい不当な行為をした者や未成年者はなる
ことができません。

（７）優良な監理団体に関するもの

技能実習第３号までの実習監理を行おうとする監理団体は、
一般監理事業の区分での許可申請となり、「優良要件適合申
告書（監理団体）」に記載された項目において６割以上の点
数を獲得する必要があります（優良な監理団体・実習実施者
の要件については本誌 P.14 〜 17 参照）。

その他留意点5

（１）許可の有効期間

監理団体の許可の初回の有効期間は、特定監理事業が３
年、一般監理事業が５年となります。

（２）事業所管大臣による要件追加

職種によっては、事業所管大臣の告示によって監理団体の
許可要件が追加・変更される場合があります。

（３）早めの申請を

監理団体許可申請の受付・調査を行う外国人技能実習機
構では、本年６月１日から当該申請の受付を開始しています。
申請に必要な書類も多岐にわたり、申請受付から許可までは、
機構の調査等に一定の期間を要します。また、多くの監理団
体からの申請が一時に集中することから、監理団体の皆様は
なるべく早めの申請をお心がけください。

新 制 度 特 集 ①
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新 制 度 特 集 ②

技能実習計画認定制度の概要1

従来の技能実習制度においては、技能実習計画書の作成・
提出に関しては、法務省令で規定されており、監理団体が技能
実習計画を作成し、個々の技能実習生の在留資格認定証明書
交付申請等の手続の中で、地方入国管理局が確認していました。

一方、新制度においては、技能実習を行わせようとする者（実
習実施者）は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習
の区分（表１）に従い、技能実習計画を作成し、外国人技能
実習機構から認定を受ける必要があります。また団体監理型技
能実習の場合は、技能実習計画は、実習監理を受ける監理団
体の指導に基づいて作成しなければならないとされています。

なお、第３号技能実習の場合は、優良な実習実施者（団体
監理型の場合は、実習監理を受ける監理団体が一般監理事
業の許可を受けている場合に限る）であることが前提となります。

技能実習計画の認定申請手続について2

　技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の
添付書類については、技能実習法とその関係法令に規定され
ています。それによると、技能実習計画の認定申請に関する申請
先、申請方法、申請書、添付書類、申請時期は次のとおりです。

●申請先
　申請先は、技能実習を行わせようとする申請者（法人の場合
は本社）の住所地を管轄する外国人技能実習機構地方事務
所・支所認定課（同機構ホームページ http://www.otit.
go.jp/html/map.html）となります。

●申請方法
郵送のほか、申請者が外国人技能実習機構の地方事務所・

支所に来所して行うこともできます。郵送の場合、原則として
書留等（対面で届き、かつ受領印又は受領の際の署名を行い、
かつ「信書」を送ることができる方式）で送付します。

JITCO では、従来の地方入国管理局宛て入国・在留申
請書類の点検・取次ぎサービスに加え、今般新たに外国人技
能実習機構宛ての技能実習計画認定申請書類の点検・提出
サービスも開始しており、その場合は JITCO が同機構への提
出を代行します（JITCO の申請支援サービス P.13 参照）。

●申請書
申請書は、外国人技能実習機構のホームページ（

http://www.otit.go.jp/html/abstract.html#download）
からダウンロードできます（片面印刷）。

表１ 技能実習の区分

図１ 「第１号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実
習の場合を例示）」

申請書式（一部を例示）

●別記様式第1号（第4条第１項関係）第1面　
　技能実習計画認定申請書

出所：外国人技能実習機構ホームページ掲載「技能実習計画の認定申請手続」「技能実習の
区分等」を基にJITCO作成

技能実習生

厚生労働省

在留資格認定証明書
の送付

認定通知書
の送付

赤字：技能実習法に基づく手続き　　青字：入管法に基づく手続き

計画認定結果の報告

⑤
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付

④
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
申
請

  （
認
定
通
知
書
を
添
付
）

外国人技能実習機構（本部）

外国人技能実習機構
（地方事務所）

③
認
定
通
知
書

　の
交
付

①
認
定
申
請

②技能実習計画の
　審査・認定

実習実施者

監理団体

法務省

技能実習計画認定申請について

出所：「技能実習制度運用要領」（法務省・厚生労働省 編）

別記様式第１号（第４条第１項関係） （日本工業規格Ａ列４）

第１面 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

※ 認定番号

技 能 実 習 計 画 認 定 申 請 書

２０××年 〇〇月 〇〇日

外国人技能実習機構 理事長 殿 機構 株式会社

申請者 代表取締役 機構 太郎 ○印

次の技能実習計画について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第８条第１

項の認定を申請します。

（団体監理型技能実習に係るものである場合）

申請に係る技能実習計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します。

監理団体 法厚協同組合 ○印

（注意）
１ 第１面上方の申請者欄には、申請者の氏名又は名称を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。
２ ※印欄には、記載しないこと。
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受入れ形態 技能実習の区分

企業単独型

Ａ （第１号企業単独型技能実習）

Ｂ （第２号企業単独型技能実習）

Ｃ （第３号企業単独型技能実習）

団体監理型

Ｄ （第１号団体監理型技能実習）

Ｅ （第２号団体監理型技能実習）

Ｆ （第３号団体監理型技能実習）



※上記の他、「実習実施予定表」（第５面）の作成・提出も必要
となります。

●添付書類
認定申請１件につき、申請書（正本１通及びその写し１通）
及び添付書類（正本１通）が必要となります。　　
添付書類は、非常に多岐にわたり、外国人技能実習機構

のホームページの「技能実習計画認定申請に係る提出書類
一覧・確認表」に掲載されています（ http://www.otit.
go.jp/html/info_ jissyu.html）。技能実習１号、２号、３号
の区分に応じて提出書類が異なっていますので、上述の提出

書類一覧・確認表をご確認ください。
なお、書式の欄の「省令様式」は必ず使用しなければな

らないものです。「参考様式」は必ず使用しなければならない
ものではありませんが、同様の内容を記載した書類を提出する
必要があります。
また、事業所管大臣が告示で定めた職種に係る技能実習
計画の認定基準がある場合など、個別具体的な申請内容に
応じて、提出書類が増えることがあります。

●申請時期	
外国人技能実習機構の地方事務所・支所においては、技
能実習計画認定申請の事前受付が 2017 年７月３日（月）か
ら開始されています。
申請は、原則として技能実習開始予定日の６ヶ月前から外
国人技能実習機構において受け付けられます。また原則とし
て、申請者（実習実施者）は技能実習開始予定日の４ヶ月前
までに申請を行うことが必要とされています。各計画の区分ご
との申請時期等については、下表２を参考にしてください。

表２ 「技能実習計画の認定申請に係る推奨時期及び審査
期間の目安等」

※１ 団体監理型技能実習の場合、監理団体（あらかじめ機構に対して申請の上、監理団体の
許可を受ける必要あり）の指導に基づいて計画を作成しなければなりません。　

※２ 推奨時期を経過してからの申請については、在留期間の満了日までに在留資格変更許可
を受けることが困難となる可能性があります。　

※３ 機構から技能実習計画の認定を受けた後は、別途、地方入国管理局において技能実習
生の入国・在留に係る手続が必要です。　

※４ 審査期間は、問題がない案件（提出書類の不備や申請内容の確認を要しないもの）につ
いての標準的な期間を示したものであり、 期間が前後することもあります。　

※５ ２号技能実習の終了後に１ヶ月以上の一旦帰国をした上で速やかに３号技能実習を開始
する場合をいう。

出所：外国人技能実習機構ホームページ掲載「技能実習計画の認定申請手続」を基にJITCO作成

新 制 度 特 集 ②

申請書式（一部を例示）

●別記様式第1号（第4条第１項関係）第2面　技能実習計画

●別記様式第1号（第4条第１項関係）第3面　入国後講習実施予定表

●別記様式第1号（第4条第１項関係）第4面　実習実施予定表

４ ２欄について、技能実習を行わせる事業所が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができ
ないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

５ ３欄の①は、ローマ字で旅券（未発給の場合、発給申請において用いるもの）と同一の氏名を記載するほ
か、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。

６ ３欄の④は、第３号技能実習に係る申請である場合には、第２号技能実習の終了後第３号技能実習の開始
までの間における本国への帰国期間（帰国する予定の期間を含む。）を記載すること。

７ ５欄の①及び②について、移行対象職種・作業である場合には、主務大臣が別途定めるコード表を参照し
た上でコード番号、職種名及び作業名を記載すること。移行対象職種・作業でない第１号技能実習に係る技
能実習計画である場合には、技能実習の内容が分かるように具体的に記載すること。

８ ５欄の①について、複数の職種及び作業を実施する場合には、技能検定又は技能実習評価試験の合格に係
る目標を定めた職種及び作業については、コード番号、職種名及び作業名を記載し、その他の職種及び作業
については、複数実施の場合の欄にコード番号を全て記載すること。また、複数の職種及び作業を実施する
理由を 欄に記載すること。

９ ５欄の③及び④は、技能実習の区分に応じた所定の様式で作成し、提出すること。
５欄の③につき入国前講習を実施している場合には、その内容について別紙により提出すること。
６欄及び７欄について、複数の職種及び作業を実施する場合には、主たる職種及び作業については、上欄

に記載し、主たる職種及び作業以外の職種及び作業については、下欄の複数実施の場合の欄に記載すること。
６欄について、その他の欄にチェックマークを付す場合には、目標とする業務内容、水準等を具体的に記

載すること。
７欄について、第２号技能実習に係る申請である場合には第１号技能実習に係る技能実習計画において定

めた目標の達成状況を、第３号技能実習に係る申請である場合には第２号技能実習に係る技能実習計画にお
いて定めた目標の達成状況を記載すること。

欄には、認定の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば
併せて記載すること。

監
理
型
技
能
実
習

（ふりがな）

③監理団体の名称

ほうこうきょうどうくみあい

法厚協同組合

④監理団体の住所
〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇－〇〇－〇〇

（電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇）

（ふりがな）

⑤監理団体の代表者の氏名

くみあい たろう

組合 太郎

（ふりがな）

⑥監理責任者の氏名

くみあい じろう

組合 次郎

（ふりがな）

⑦担当事業所の名称

ほうこうきょうどうくみあい

法厚協同組合

⑧担当事業所の所在地
〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇－〇〇－〇〇

（電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇）

（ふりがな）

⑨計画指導担当者の氏名

くみあい たいち

組合 太一

⑩取次送出機関の氏名又は名称 〇〇公司

技能実習生
の待遇

①報酬

賃金 月給 ・ 日給 ・ 時給 ９００円

講習手当 ― 円

その他 皆勤手当 ５，０００円

②雇用契約期間 期間の定め （有（ 年 月 日 ～ 年 月 日） ・ 無）

③労働時間及び休
憩

８ 時 ００ 分 ～ １７ 時 ００ 分

（休憩： １２ 時 ００ 分 ～ １３ 時 ００ 分）

④所定労働時間 年間 １９２０ 時間 ／ 週平均 ３６．８２時間

⑤休日 毎週土曜日・日曜日、祝日、夏休み〇日、年末年始〇日

⑥休暇 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合、１０日

⑦宿泊施設 当社社員寮〇〇〇号室 所在地：〇〇県〇〇市〇〇〇町〇－〇－〇〇

⑧技能実習生が定
期に負担する費用

食費月 円、居住費月 円、その他水道光熱費他月 円

備考

担当者 機構株式会社 総務部長 機構七郎
連絡先 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇（内線〇〇〇）

（注意）
１ １欄の①は、この申請を行うまでに、既に法第 条の規定による実施の届出を行い、実習実施者届出受
理番号を得ている者については記載すること。

２ １欄の④及び⑥について、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙の
とおり」と記載し、別紙を添付すること。

３ １欄の⑦は、日本標準産業分類の大分類及び小分類の記号及び名称を記載すること。

使用する機械、器具等

①機械、設備

炊く：連続式若しくは固定式 升 約 釜以上 茹でる：連続式若しくは固定式茹漕 丸釜

容量以上 台以上 揚げる：連続式若しくは固定式フライヤー 容量以上の油槽 合 和 える：

以上の固定式ミキサー 連続式野菜洗浄機 水容量以上 自動成型機 原料洗浄機 原

料脱水機 用途別フードカッター トッピング 急速冷却器 冷凍冷蔵庫 真空機械

金属探知機 包装機 その他の調理器具

②器工具等

包丁・まな板機 はさみ類 皮むき道具 製品バット 番重 コンテナ 番重 冷凍パン

かご類

③測定器類

中心温度計 塩分濃度測定器 計量器 糖度計 細菌検査器具 消毒濃度測定器

製品等の例

炊き物：炊飯 白飯、赤飯、味付け飯、おかゆ他 茹で物：茹で麺 中華そば、日本そば、うどん、パス

タ類 揚げ物：かき揚げ、天ぷら、コロッケ等 和え物：ごま和え、サラダ等 その他主食各種組合

せ加工品：米飯類、調理麺類

指導体制

指導員名 機構 六郎

免許・資格等 食品衛生管理者

調理師免許

級惣菜管理士以上（日本惣菜協会認定）

惣菜製造業技能評価 級（日本惣菜協会・農林水産省認定）

衛生作業

ⅱ 食品衛生

作業者の衛生管理

調理器具の衛生維持

大量製造用機器等の衛

生維持

作業終了時の作業場の

清掃等による衛生維持

業務部長：機構六郎（〇〇年）

３ 関

連

作

業

①原料入庫検品作業

②漬込み・カット等作業

③盛り付け・計量作業

④冷凍・レトルト殺菌処理作

業

⑤製品の仕分け作業

⑥包装作業

①

４

５

０

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

業務部長：機構六郎（〇〇年）

４ 関

連

作

業

安全衛生作業（関連作業、周

辺作業を行う場合は必ず実

施する作業）

①

５

２

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ※上記２必須作業におけ

る安全衛生作業ⅰ 安全衛

生の ～ の内容に同じ

業務部長：機構六郎（〇〇年）

５ 周

辺

作

業

①加工工場内清掃作業

②加工工場内運搬作業

③梱包作業

④出荷作業 ①

２

７

０

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

業務部長：機構六郎（〇〇年）

６ 周

辺

作

業

安全衛生作業（関連作業、周

辺作業を行う場合は必ず実

施する作業）

①

２

８

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ※上記４に同じ

業務部長：機構六郎（〇〇年）

７

合 計 時 間 １

６

０

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

１

６

０

（注意）
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載すること。

使用する素材、材料等

食肉類 冷凍、冷蔵、乾燥 干し肉 野菜類 冷凍、冷蔵、乾燥 干しシイタケ、切り干し大根等

果物類 冷凍、冷蔵、乾燥 ドライフルーツ等 米穀類 粒状、粉状 加工食品全般 冷凍、冷蔵、乾燥

高野豆腐、車麩等 その他 魚介藻類 干し魚介類等

別記様式第１号（第４条第１項関係） （日本工業規格Ａ列４）

第４面 Ａ・Ｄ

実 習 実 施 予 定 表

技能実習を行わせる事業所
① 事業所名 機構株式会社大阪工場 所在地 大阪府〇〇市〇〇町〇－〇－〇
② 事業所名 所在地
③ 事業所名 所在地
実習期間 ２０１８年 ７月 １日 ～ ２０１９年 ４月 ３０日

技能実習の内容

必須業務、関連業務及び周辺業務の別

指導員の役職・氏名（経験年数）

事

業

所

合

計

時

間

月・時間数

１月

目

２月

目

３月

目

４月

目

５月

目

６月

目

７月

目

８月

目

９月

目

月

目

月

目

月

目

１ 必

須

作

業

惣菜加工作業

①

７

２

０

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

①下処理作業

食材の洗浄作業

食材の選別作業

食材の皮剥き・粗カット

等作業

②調理作業

ⅰ 加熱処理（製品に応じて

炊く、茹でる、揚げるを行

う）

食材 下処理済 の準備

作業

大量製造用調理機械・器

具等の準備・運転操作作業

調理・加熱温度測定作業

ⅱ 非加熱処理

食材計量作業

大量製造用調理機械・器

具等の準備・運転操作作業

調理状態確認作業

③衛生管理作業

作業着、マスク、手袋、

帽子、毛髪等の付着物点検

作業

洗浄・消毒及び殺菌作業

業務部長：機構六郎（〇〇年）

２ 必

須

作

業

安全衛生作業

①

８

０

ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

ⅰ 安全衛生

雇入れ時等の安全衛生

教育

作業開始前の安全確認

作業

惣菜製造業職種に必要

な整理整頓作業

惣菜製造業職種の調理

用機械設備等及び周囲安

全確認作業

衛生保護着等の着用と

服装の安全点検作業

安全装置の使用等によ

る安全な作業

労働衛生上の有害性を

防止するための作業

異常時の応急措置を修

得するための作業

惣菜加工作業における

事故･疫病予防に係る安全

別記様式第１号（第４条第１項関係） （日本工業規格Ａ列４）

第３面 Ｄ

入 国 後 講 習 実 施 予 定 表

講習実施施設
① 施設名： 〇〇市民文化センター 所在地：〇〇県〇〇市〇〇町〇－〇 連絡先：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
② 施設名： 法厚協同組合研修室 所在地：〇〇県〇〇市〇〇〇町〇〇－〇〇－〇〇連絡先：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇
③ 施設名： 見学 所在地： 連絡先：

監理団体（講習の実施者）
名 称 法厚協同組合
住 所 〇〇県〇〇市〇〇〇町〇〇－〇〇－〇〇
代表者の氏名 組合 太郎 ○印

法的保護に必要な情報について講義を行う講師
氏 名 実習 一夫
職 業 〇〇士
所 属 機 関 〇〇事務所
専 門 的 知 識 の 経 歴 〇〇士歴〇〇年
資 格 ・ 免 許 〇〇士

講習期間 ２０１８年 ５月 １日 ～ ２０１８年 ６月 ３０日

月 日

曜

日

講 習 内 容 講習

施設

時間

数

講師の氏名

午前（０８：００～１２：００） 委託 午後（１３：００～１７：００） 委託

５ 水 開校式（オリエンテーション） 日本語 〇 ① ８ △△、〇〇

木 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

金 （休日） （休日）

土 （休日） （休日）

日 （休日） （休日）

月 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

火 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

水 本邦での生活一般に関する知識 本邦での生活一般に関する知識 ② ８ ××

木 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

金 技能実習に関するガイダンス 日本語 〇 ① ８ 〇〇、××

土 （休日） （休日）

日 （休日） （休日）

月 見学（消防訓練）〇〇消防署 〇 見学（交通安全）〇〇警察署 〇 ③ ８ 〇〇消防署

〇〇警察署

火 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

水 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

木 日本語 〇 技能実習生の法的保護（〇〇法令） 〇 ① ８ 〇〇、▽▽

金 日本語 〇 技能実習生の法的保護（〇〇法令） 〇 ① ８ 〇〇、▽▽

土 （休日） （休日）

日 （休日） （休日）

月 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

火 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

水 見学（市役所・銀行） 見学（受入れ企業工場） ③ ８ ××

木 （休日） （休日）

金 日本語 〇 日本語 〇 ① ８ 〇〇

土 （休日） （休日）

別記様式第１号（第４条第１項関係） （日本工業規格Ａ列４）

第３面 Ａ

入 国 後 講 習 実 施 予 定 表

講習実施施設
施 設 名 機構株式会社 研修所
所 在 地 〇〇県〇〇市〇〇町〇－〇－〇
連 絡 先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇

法的保護に必要な情報について講義を行う講師
氏 名 ①（社内講師）技能 一夫 ②（外部講師）実習 太郎
職 業 法務部課長 〇〇士
所 属 機 関 当社 〇〇事務所
専 門 的 知 識 の 経 歴 法務部〇〇年 〇〇士歴〇〇年
資 格 ・ 免 許 〇〇士 〇〇士

講習期間 ２０１８年 ５月 １日 ～ ２０１８年 ６月 ３０日

講 習 内 容

講師の氏名（役職・経験年数・委託

の有無）

合計

時間

時間数

１月

目

２月

目

３月

目

４月

目

５月

目

６月

目

７月

目

８月

目

９月

目

月

目

月

目

月

目

１ 日本語

９

６

ｈ

△ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

技能 和雄

機構株式会社・顧問

中学教師〇〇年・委託無

２ 本邦での生活一般に関する知

識 １

２

ｈ

△ｈ △ｈ機構 七郎

機構株式会社・総務部長

総務経験〇〇年・委託無

３ 技能実習生の法的保護に必要

な情報（ａ技能実習法令、ｂ入

管法令、ｃ労働関係法令、ｄそ

の他の法的保護に必要な情報）

８

ｈ

８

ｈ

ａ～ｃについて上記①・委託無

ｄについて上記②・委託有

４ 機械の構造や操作・素材に関す

る知識

１

６

４

ｈ

△ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ機構 六郎

機構株式会社・業務部長

業務経験〇〇年・委託無

５ 安全衛生等

４

０

ｈ

△ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ △ｈ

機構 六郎

機構株式会社・業務部長

業務経験〇〇年・委託無

合 計 時 間 ３

２

０

１

６

０

１

６

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注意）
予定表は、当該内容の開始月から終了月までの間を矢印で結び、矢印の上に各月に行う時間数を記載する

こと。

（ふりがな）

④技能実習指導員の氏名

及び役職名

きこう ろくろう

役職
名機構 六郎

業務部長

（ふりがな）

⑤生活指導員の氏名及び

役職名

きこう しちろう

役職
名機構 七郎

総務部長

３技能

実習生

①氏名
ローマ字

漢字 丁 丙乙

②国籍（国又は地域） 中国

③生年月日、年齢及び性別 １９〇〇年 〇〇月 〇〇日 （ 〇〇才） 性別（ 男 ・ 女 ）

④帰国期間 ０年 １月（１８年 ４月 １日 ～１８年 ４月３０日）

４技能実習の区分
□ Ａ 第一号企業単独型技能実習 □ Ｄ 第一号団体監理型技能実習
□ Ｂ 第二号企業単独型技能実習 □ Ｅ 第二号団体監理型技能実習
□ Ｃ 第三号企業単独型技能実習 ☑ Ｆ 第三号団体監理型技能実習

５技能

実習の

内容

①移行対象職種・作業の場合
コード番号（４ ９ １ ）
職種名（惣菜製造業 ） 作業名（惣菜加工作業 ）

複数実施の場合
コード番号（ ）
職種名（ ） 作業名（ ）

②移行対象職種・作業以外
の場合

③入国後講習 第３面「入国後講習実施予定表」のとおり

入国前講習実施の有無 □ 有 ☑ 無

④実習 第４面「実習実施予定表」のとおり

６技能実習の目標
□ 技能検定 （試験名： 、級： ）
☑ 技能実習評価試験（試験名：惣菜製造業技能評価試験、級：上級 ）
□ その他（内容： ）

複数実施の場合
□ 技能検定 （試験名： 、級： ）
□ 技能実習評価試験（試験名： 、級： ）
□ その他（内容： ）

７前段

階の目

標の達

成状況

①目標の達成
□ 技能検定 （試験名： 、級： ）
☑ 技能実習評価試験（試験名：惣菜製造業技能評価試験、級：専門級 ）

複数実施の場合
□ 技能検定 （試験名： 、級： ）
□ 技能実習評価試験（試験名： 、級： ）
□ その他（内容： ）

②前段階の技能実習計画の
認定番号

認 １８０４０００×××

８技能実習の期間及び時間数

延べ期間 ２年 ０月 ０日間

（２０１８年 ５月 １日 ～ ２０２０年 ４月 ３０日）

合計時間３８４０時間（入国後講習 時間、実習 時間）

９
団
体

①監理団体の許可番号 許 １８０４０００×××

②監理団体の許可の別 ☑ 一般監理事業 □ 特定監理事業

別記様式第１号（第４条第１項関係） （日本工業規格Ａ列４）

第２面 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

技 能 実 習 計 画

作成日： ２０××年〇〇月〇〇日

１申

請者

①実習実施者届出受理番号 ※実習実施者届出受理番号を得ている場合に記載

（ふりがな）

②氏名又は名称

きこう かぶしきがいしゃ

機構 株式会社

③住所
〒〇〇〇－〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇－〇－〇

（電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇）

法

人

（ふりがな）

④代表者の氏名

きこう たろう

機構 太郎

⑤法人番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（ふりがな）

⑥役員の氏名、役職名及び

住所

氏名 役職名 住所

①

きこう たろう

代表取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇－〇－〇

機構 太郎

②

きこう はなこ

常務取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇－〇－〇〇

機構 花子

① 
きこう じろう

取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇－〇－〇〇〇

機構 次郎

④

きこう さぶろう

取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇－〇〇－〇

機構 三郎

⑤

きこう しろう

取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇－〇〇－〇〇

機構 四郎

⑥

きこう ごろう

取締役
〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇－〇〇－〇〇〇

機構 五郎

⑦業種 大分類（ Ｅ、製造業） 小分類（９９６、 惣菜製造業 ）

２技能

実習を

行わせ

る事業

所

（ふりがな）

①名称

きこうかぶしきがいしゃ おおさかこうじょう

機構株式会社 大阪工場

②所在地
〒〇〇〇－〇〇〇〇
大阪府〇〇市〇〇町〇－〇－〇

（電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇）

（ふりがな）

③技能実習責任者の氏名

及び役職名

きこう いちろう

役職
名

工場長
機構 一郎
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技能実習計画の
区分等 ※１

申請受付
可能時期 申請推奨時 ※２ 審査期間の

目安 ※３※４

１
号

技能実習生が
新規に入国する
場合

技能実習の
開始予定日の
６ヶ月前から

１号技能実習の
開始予定日の
４ヶ月前まで

１ヶ月～
２ヶ月

２
号

技能実習生が
新規に入国する
場合

２号技能実習の
開始予定日の
４ヶ月前まで

１ヶ月～
２ヶ月

技能実習生が
在留を継続した
まま２号に移行
する場合

１号技能実習生
の在留期間満了
日の３ヶ月前まで

２週間～
５週間

３
号

技能実習生が
新規に入国する
場合

３号技能実習の
開始予定日の
４ヶ月前まで

１ヶ月～
２ヶ月

技能実習生が
在留を継続した
まま３号に移行
する場合※５

２号技能実習生
の在留期間満了
日の３ヶ月前まで

２週間～
５週間



技能実習計画の認定基準【技能実習法（以下「法」という。）第９条、法施行規則第１０条～１６条】 法又は施行規則

１．技能、技術及び知識(以下。「技能等」という。）の修得が困難 法第９条第１項第１号
・ 修得等させる技能等が本国においては修得、習熟又は熟達（以下、「修得等」という。）が困難な技能等であること。  

２．技能実習の目標と内容 法第９条第１項第２号
・ 技能実習の目標及び内容が技能実習の区分に応じて施行規則で定める次の基準に適合していること。 施行規則第１０条
【技能実習の目標】（１）技能実習の区分に応じた目標が次のとおりであること。 第１項

① 第１号技能実習【修得】　　  
技能検定基礎級若しくは技能実習評価試験の実技及び学科試験の合格、又は修得させる技能等を必要とする具体的業務ができるようにな
ること等のいずれかに該当すること。　

第１号

② 第２号技能実習【習熟】　　  
技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格 第２号

③ 第３号技能実習【熟達】　　
技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格 第３号

【技能実習の内容】（２）技能実習の内容に係るものが次の基準に適合していること。 施行規則第１０条
① 修得等をさせる技能等がいずれにも該当すること。 第２項

イ　同一の作業の反復のみで修得できるものではないこと。 第１号イ
ロ　第２号・第3号については、施行規則別表第二記載の職種・作業であること。 第１号ロ

② 従事させる業務が次のいずれにも該当すること。 第２項
イ　業務の性質及び業務に従事させる際の実習環境等に照らして技能実習として行わせることが適当でないと認められるものではな

いこと。 第２号イ

ロ　技能実習を行う事業所で通常行う業務であり、事務所に備えられている修得等に必要な素材や材料等を用いるものであること。 第２号ロ
ハ　移行対象職種・作業の技能実習の場合は、次の業務区分に応じて従事させる時間が次の条件に適合していること。 第２号ハ

・ 必須業務が業務全体の２分の1以上 第２号ハ（１）
・ 関連業務が業務全体の２分の1以下 第２号ハ（２）
・ 周辺業務が業務全体の３分の1以下 第２号ハ（３）

ニ　移行対象職種・作業の技能実習の場合は、必須業務、関連業務及び周辺業務に従事させる時間のうちそれぞれの１０分の1以上を
これらの業務に関する安全衛生業務に充てること。

第２号ニ

ホ　移行対象職種・作業ではない技能実習の場合は、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。 第２号ホ
ヘ　イ～ニまでのほか、技能実習期間を通じた業務の構成が目標に照らして適切なものであること。 第２号ヘ

【技能実習生】 ③ 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。 第２項
イ　１８歳以上であること。 第３号イ
ロ　制度の趣旨を理解して技能実習を行うとする者であること。 第３号ロ
ハ　帰国後に本邦で修得等した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 第３号ハ
ニ　団体監理型の技能実習の場合は、本邦で従事しようとする業務と同種の業務に外国で従事した経験等を有すること又は当該技能

実習に従事することを必要とする特別な事情があること。 第３号ニ

ホ　本国の公的機関から推薦を受けていること。 第３号ホ
ヘ　第３号技能実習生の場合は、第２号技能実習の修了後に１ケ月以上帰国してから第３号技能実習を開始すること。 第３号ヘ
 ト　技能実習生が同じ第１号、第２号又は第３号の技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。 第３号ト

【認定の申請者】 ④ 実習実施者になろうとする申請者が次のいずれにも該当する者であること。 第２項
イ　制度の趣旨を理解していること。 第４号イ
ロ　第２号技能実習の場合、計画認定申請の技能実習生に第1号技能実習を行わせた者であること。（申請者が第２号技能実習を行わ

せることができない､又は適当ではない場合その他特別な事情を除く。） 第４号ロ

【外国準備機関】 ⑤ 外国の準備機関及びその役員による偽変造文書等の行使等 第２項第５号
外国の準備機関又はその役員が、不正に次の目的のために過去5年以内に、偽変造された文書、図画又は虚偽の文書、図画を行使、提
供する行為を行っていないこと。

・ 技能実習を行わせようとする者に不正に実習計画の認定・変更の認定を受けさせる目的
・ 監理事業を行おうとする者に不正に監理団体の許可・変更、期間更新を受けさせる目的
・ 出入国・労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的
・ その事業活動に関し、外国人に不正に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印又は許可、上陸の特例許可、在留資格の変

更等の許可を受けさせる目的
⑥ 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。 第２項

イ　技能実習生等又はその配偶者若しくは同居の親族等密接な関係を有する者が、保証金の徴収その他名目の如何を問わず、金銭等
を管理されず、かつ、技能実習契約の不履行の違約金収その他名目の如何を問わず、金銭等を管理されず、かつ、技能実習契約の
不履行の違約金を定める契約等不当に金銭等の移転を予定する契約をしてないこと（技能実習生の書面で明らかにさせること）。

第６号イ

ロ　申請者である実習実施者又は監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関が、他の実習実施者等との間で技能実習契約の不履
行の違約金を定める契約等不当に金銭その他の財産を予定する契約をしていないこと。　　 第６号ロ

ハ　申請者及び監理団体が、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限等人権侵害の行為が行われてないことを定期的に確認する
こと。 第６号ハ

ニ　技能実習生等が技能実習の申込みの取次ぎ又は外国での技能実習の準備に関して外国の準備機関に支払う費用の額及び内訳
を十分に理解し、これらの機関との間で合意していること。 第６号ニ

【入国後の講習】 ⑦ 第１号技能実習の場合には、入国後講習が次のいずれにも該当すること。 第７号
イ　第１号技能実習生の場合は、監理団体が自ら又は他の適切な者に委託して座学により実施するものであること。 第７号イ
ロ　科目は次のとおりであること。 

・ 日本語・本邦での生活一般の知識、出入国及び労働関係法令等法的保護に必要な情報
・ 本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

第７号ロ

ハ　 ⅰ　入国後講習の総時間数は（実施時間が８時間を超える日については、８時間として計算すること。）技能実習生が本邦において
行う第１号技能実習の予定時間全体の６分の1以上であること。 第７号ハ

ⅱ　上記ⅰにかかわらず、過去６月以内に本邦外で日本語・本邦での生活一般知識、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
の科目につき１か月以上の期間かつ１６０時間以上の課程を修了し、座学により実施される次のいずれかの講習が受けた場合は技
能実習の総時間数の１２分の１以上であること。   

・ 企業単独型である場合は申請者が、団体監理型である場合には監理団体が入国後講習を実施すること。　
・ 外国の公的機関又は教育機関（企業単独型の場合は当該機関又は施行規則第２条の外国の公私の機関）が行う講習であって、

企業単独型の場合は申請者が、団体監理型の場合には監理団体又は申請者がその講習の内容が入国後講習に相当すると認め
たものであること。

第７号ハの括弧書き

  
第７号ハの(１)
第７号ハの(２)

ニ　入国後講習は、技能等に係る業務に従事させる期間より前に実施し、講習期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。 第７号ニ
⑧ 第１号企業単独型技能実習の場合は、出入国又は労働関係法令の法的保護情報科目を、第１号団体監理型技能実習の場合は、全科目

について技能等に係る業務に従事させる期間より前に実施し、講習期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。 第８号

表3

技能実習計画の認定基準の適合性の確認3

技能実習計画の認定基準は、技能実習法第９条及びその

関係規則に定められており、下記から続く表３のとおりです。
技能実習計画の認定を受けるには、この技能実習計画認定
基準に掲げられている要件に全て適合する必要があります。
※なお、職種によっては事業所管大臣の告示によって、技能実習計画の認定要件が追加・変

更される場合があります。
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【複数職種・作業】（３）複数の職種・作業の技能実習計画の場合、主たる職種等（複数の職種等のうち最も時間が長いもの）以外の職種等については、施行規則第１０条第１項の技能実習の目標にかかわず、次のいずれかの目標であること。	 第３項

①	修得等しようとする技能等に係る基礎級の技能検定又は技能実習評価試験の実技及び学科試験の合格　
②	修得等しようとする技能等に係る３級若しくは２級の技能検定又は技能実習評価試験の実技試験の合格
③	修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識修得等を内容とするもの

（４）複数の職種等の技能実習の内容は、主たる職種等の内容の基準と同じであるほか、 第４項
①	いずれも移行対象職種であること。	 	 	 	 	 	
②	それぞれの職種等の技能等が相互に関連性があり、併せて行うことに合理性があること。

３．技能実習の期間 法第９条第１項第３号
・	技能実習の期間は、技能実習の各段階で次のとおりであること。　　

・	第1号技能実習　１年以内　	 	 	 	 	 	 	 	
・	第２号技能実習　２年以内　	 	 	 	 	 	 	 	
・	第３号技能実習　２年以内

Ⅱ　技能実習計画の認定基準【外国人技能実習法（以下「法」という。）第９条、同法施行規則第１０条～１６条】 根拠条文又は施行規則

４．技能実習の目標の達成 法第９条第１項第4号
・	第2号又は第3号の技能実習の場合には、次のとおりそれぞれの段階における技能実習計画の目標を達成していること。　

（１）第２号技能実習計画の場合、当該技能等に係る第1号技能実習計画で定めた技能検定又は技能評価試験の合格の目標	
（２）第３号技能実習計画の場合、当該技能等に係る第2号技能実習計画で定めた技能検定又は技能評価試験の合格の目標	

５．技能実習の評価方法 法第９条第１項第5号
・	技能実習生が修得等した技能等については、技能実習を修了するまでに次のいずれかの方法で評価すること。

（１）技能検定試験又は技能評価試験
（２）①	「修得させる技能等」を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技術等に関する知識の修得がなされることの目標がすべて達		

成されているかどうかを技能実習指導員が確認すること。	 	 	
施行規則第１１条	
第１項	

②	技能実習指導員が、①の評価を行うに当たり、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により評価の公正な実施の確
保に努めること。 第２項	

６．技能実習の体制及び事業所の設備 法第９条第１項第６号	
施行規則第１２条

（１）技能実習を行わせる体制は次のとおりとすること。 施行規則第１２条第１項
①	技能実習責任者が自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習を管理するほか、次
に関する事項を統括管理すること。	 	 	
・	技能実習計画の作成
・	技能実習生が修得等をした技能等の評価
・	法務大臣、厚生労働大臣、機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
・	法第２０条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第２１条に規定する実習実施状況報告書の作成
・	技能実習生の受入れ準備
・	団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整
・	技能実習生の保護
・	技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
・	国及び地方公共団体の事務担当機関、機構その他関係機関との連絡調整

第１号

②	技能実習の指導を担当する者として、次のいずれにも該当する技能実習指導員１名以上を選任していること。 第２号
	ⅰ　申請者、常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
	ⅱ　修得等させようとする技能等について５年以上の経験を有する者
ⅲ　法第１０条に規定する計画認定の欠格事由の同条第１号から第７号又は第９号のいずれかにも該当しない者
ⅳ　過去５年以内に出入国・労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていない者
	ⅴ　未成年ではない者

③	技能実習生の生活の指導を担当する者として、前記②のⅲからⅴに該当する者で、技能実習を行わせる事業所に所属する申請者、常勤
の役員又は職員から生活指導員１名以上を選任すること。 第３号

④	監理団体（又は企業単独型は申請者）が入国後講習を実施する施設を確保していること。 第４号
⑤	監理団体（又は企業単独型は申請者）が事業に関する労働災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出そ
の他これに類する措置を講じていること。 第５号

⑥	監理団体（又は企業単独型は申請者）が第２号技能実習の終了後に行う第３号技能実習の開始前一時帰国を含む技能実習の終了後の
帰国に要する旅費（第３号技能実習の実習計画申請については､第２号技能実習生が第２号技能実習を行っている間に申請が出された
場合には､第３号技能実習の開始前の本邦への渡航に要する旅費及び第３号技能実習終了後帰国に要する旅費）を負担するとともに、
技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

第６号

⑦	監理団体が技能実習申込みの取次ぎを受ける場合は、施行規則第２５条に定める外国の送出機関からの取次ぎであること。 第７号
⑧	申請者又はその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者
であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者を含む。）若しくは職員が過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

第８号

⑨	申請者又はその役員若しくは職員が、過去5年以内に不正に次の目的のために偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文
書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
・	計画認定又は計画変更の認定を受ける目的、
・	監理事業の許可、監理事業の変更の許可若しくは有効期間の更新を受けさせる目的	
・	出入国若しくは労働に関する法定の規定に違反する事実を隠蔽する目的	
・	その事業活動に関し外国人に不正に在留資格認定証明書の交付、上陸許可の証印・許可、特例上陸の許可若しくは在留カード、在留
資格の変更等若しくは在留特別許可による許可を受けさせる目的	 	 	 	 	

第９号

⑩	法第１６条第１項各号の計画認定の取消し理由に該当するに至った場合、直ちに機構又は監理団体にその旨報告すること。 第１０号
⑪	技能実習生との間で実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。 第１１号
⑫	監理団体が法第36条第1項の改善命令を受けたことがある場合にあっては、監理団体が改善に必要な措置をとっていること。 第１２号
⑬	技能実習生に対する指導体制その他技能実習を継続的に行わせる体制が適切に整備されていること。 第１３号
⑭	法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定職種・作業の事業所管大臣が両大臣
と協議の上特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 第１４号

（２）技能実習を行わせる事業所の設備は次のとおりとする。 施行規則第１２条第２項
①	技能等の修得に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。 第１号
②	法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定職種・作業の事業所管大臣が両大臣
と協議の上特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 第２号

新 制 度 特 集 ②

表3
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７．技能実習責任者の選任 法第９条第１項第７号

・	技能実習を行う事業所毎に技能実習の実施に関する責任者が次のいずれにも該当する者の中から選任されていること。	 	 	 	

・	申請者又はその常勤の役員若しくは職員		 	 	 	
・	自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者	 	 	
	 ・	過去３年以内に技能実習責任者に対して法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者		 	 	
	 ・	法第１０条に規定する計画認定の欠格事由の同条第1号から第７号又は第９号のいずれかにも該当しない者	 	 	
	 ・	過去５年以内に出入国・労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていない者	
・	未成年ではない者

施行規則第１３条

８．監理団体による実習監理 法第９条第１項第8号

・	申請者が技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習監理（実習実施者と技能実習生との雇用関係の成立あっせん及び実習実施者に対する
技能実習の実施に関する監理）を受けなければならない。

９．技能実習生の待遇 法第９条第１項第９号

・	技能実習生に対する報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等額以上であることその他の待遇が次の基準に適合していること。	 	 施行規則第１４条

①	監理団体又は申請者が適切な宿泊施設を確保していること。 第１号

②	監理団体又は申請者が手当支給その他の方法で入国後講習に専念するための措置等を講じていること。 第２号

③	法２８条第２項の監理費として徴収される費用は、直接又は間接に技能実習生に負担させないこととしていること。 第３号

④	食費、居住費その他名目の如何を問わず、技能実習生が定期負担する費用についてその対価として供与される食事、宿泊施設その他の利
益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意し、かつ、これらの費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。 第４号

⑤	法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定職種・作業の事業所管大臣が両大臣と協
議の上特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 第５号

１0．技能実習生の受入れ人数 法第９条第１項第１１1号

（１）申請者が技能実習の期間において同時に複数の技能実習生に技能実習を行わせる場合は、その技能実習生の人数が施行規則別表で定める人数を超えない
こと。

（２）法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、前記（１）の人数の範囲内で当該特定職種・作業の事業所管大臣が法
務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情を鑑みて告示で定める基準に適合すること。	

施行規則第１６条
施行規則第１６条第３項

１１．第3号技能実習に係る優良実習実施者の基準 法第９条第１項第１０号	
施行規則第１５条

新旧制度の経過措置について4

技能実習法施行後は新制度の規定が適用されることとなり
ますが、同法附則第１３条には、「入管法の一部改正に伴う
経過措置」が設けられており、一部、旧制度の申請が可能と
なるケースが定められています。入管法の一部改正に伴う経
過措置の要旨は、以下のとおりです。

●2017年10月31日以前から在留している技能実習生
在留期間の満了日が到来するまでの間は、旧制度で技能
実習を行わせることができます。

●2018年１月31日までに在留期間の満了日が到来する
　技能実習生
2017 年 10月31日までに在留資格変更許可申請又は在留
期間更新許可申請を行った場合には、旧制度が適用されます。
他方、11月１日以降にこれらの申請を行った場合には、新制
度が適用されます。

●2018年１月31日までに入国予定の技能実習生
2017 年 10月31日までに在留資格認定証明書交付申請を
行ったうえで、認定証明書交付後３ヶ月以内に入国した場合
には、旧制度が適用されます。他方、11月１日以降に同申請
を行った場合は、新制度が適用されます。

なお、この経過措置の適用を受ける旧制度による地方入国
管理局に対する申請は、技能実習法施行日前の 10月31日
（火）までに行わなければなりません。

JITCOの申請支援サービスについて

JITCOでは、監理団体及び実習実施者の皆様へ
の申請手続き支援といたしまして、６月15日から
JITCO 本部及び名古屋、大阪、広島、福岡の各地
方駐在事務所において、団体監理型技能実習計画
の認定申請書類の事前点検及び外国人技能実習機
構宛て提出のサービスを開始しました。現行の入国・
在留申請書類の点検・取次ぎサービスもこれまで同様
実施しております。　　　
JITCOでは、これらの２つのサービスを組み合わせて
実施して参りますのでご活用ください。
詳細はJITCOホームページをご確認ください。

▼本稿で紹介した件に関する問合わせ
JITCO申請支援部企画管理課　03-4306-1126

表3出所：技能実習法令に基づきJITCO作成
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はじめに1

技能実習法に基づく新制度では、監理団体は監理事業を
行うにあたり、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可を受
ける必要があります。監理団体の許可には、一般監理事業（第
1 号、第 2 号及び第 3 号の技能実習の実習監理が可能）と
特定監理事業（第 1 号及び第 2 号の技能実習の実習監理
が可能）の２区分があり、第 3 号技能実習の実習監理が可
能となる一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を
満たした“優良な監理団体”である必要があります。

また、実習実施者が第 3 号の技能実習生を受け入れるた
めには、技能等の修得等をさせる能力が高い “優良な実習実
施者”である必要があります。

技能実習 3 号での技能実習生の受入れが可能になると、
従来の第 1 号及び第 2 号受入れで最大 3 年だった実習期間
が、最大 5 年に延長されます。ただし、監理団体と実習実施
者の双方が“優良”であると認められることが必要条件となり
ます。どちらか一方が優良であれば第 3 号技能実習生を受け
入れられるということではありませんので、注意が必要です。

また、実習実施者と監理団体が“優良”であると認められ
た場合には、受入れ人数枠が拡大されます。

本稿では、“優良”な監理団体及び実習実施者として認め
られるための要件について解説します。

優良な監理団体について2

1．優良要件
優良な監理団体については、団体監理型技能実習実施状

況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を充た
すと認められるものであることが必要であり、具体的には、次
ページの表 1 で 6 割以上の点数（120 点満点で 72 点以上）
を獲得した場合に、「優良」であると判断されます。

なお当面は項目① -Ⅲを除く項目で判断されます（110 点満
点で 66 点以上）。

2．申請方法
監理団体は次ページの表 1 に照らして自己を評価し、6 割

以上の点数の獲得が確認できた場合、「優良要件適合申告書
（参考様式 2-14 号、別紙 1、別紙 2）」を一般監理団体の

許可申請の際に添付書類として提出します。

3．対策
前述のとおり、監理団体が優良認定を受けるためには、表 1

において、当面は 110 点満点中 66 点以上獲得することが必要
です。表 1を見ると、「①団体監理型の実施状況の監査その他
の業務を行う体制」の配点が最も大きく、項目①－Ⅰ（定期監査
のマニュアル等の策定及び監査担当職員への周知）や①－Ⅳ

（技能実習責任者等への毎年の研修実施及びマニュアル配
布）、①－V（帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力
すること）などは確実に実施すれば得点できるものとなっています。

次に、項目①と並んで配点が大きい「②技能等の修得等に係
る実績」を見ると、項目②－Ⅰ（過去 3 年間の基礎級程度の技
能検定等の学科試験及び実技試験の合格率）は、旧制度の基
礎 2 級の全体の合格率が 95％程度であることを考えると、多くの
監理団体で 95％以上での 10 点獲得が可能だと思われます。

合計 66 点以上を目指すうえで鍵を握るのは、②－Ⅱの過去
3 年間の 2・3 級程度の技能検定等の実技試験の合格率です。
この項目については、当面の経過措置として②－Ⅱ－2（1）の
代替規定にて、合格率ではなく、直近の過去 3 年間で 1 つの
実習実施者から3 級程度の技能検定等の実技試験の合格者
を輩出していれば 10 点獲得、2 つ以上の実習実施者から輩
出していれば 15 点獲得となります。ただし、過去 3 年間で合
格者を一人も輩出していない場合は減点（－15 点）となりま
すので、過去 3 年間で合格実績を持たない監理団体にとって
は、申請前に、まずは合格者を輩出することが重要となります。

その他の項目では、②－Ⅳ（技能検定等の実施への協力）、
④－Ⅰ（母国語相談・支援のマニュアル等の策定及び関係職
員への周知）、④－Ⅱ（実習継続困難となった技能実習生の
受入れ協力に関する機構への登録）、⑤地域社会との共生の
Ⅰ～Ⅲの各項目などについては、確実に実施することで、ポイン
トを獲得しましょう。

4．留意点
一般監理事業の許可を受けた監理団体が、優良な監理団

体の要件を満たさなくなった場合には、監理団体は、特定監
理事業の許可への変更申請を自ら行うことが必要です（自ら
事業区分の変更許可申請を行わなかった場合は、職権での
許可区分の変更などの処分を受ける可能性もあり、その旨公
示されることとなります）。

優良な監理団体・実習実施者の要件について

新 制 度 特 集 ③
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項目 配点

①�団体監理型
　技能実習の
　実施状況の
　監査その他の
　業務を行う体制

【最大５０点】※講習の整備から1年までは最大４０点

Ⅰ	 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、
	 監査を担当する職員に周知していること。

■有 ： 5点

Ⅱ	 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 ■1 ：5未満 ： 15点　■1 ：10未満 ： 7点

Ⅲ	 直近過去３年以内の監理責任者以外の監理団体の職員（監査を担当する者に限る。）の講習受講歴 ■60％以上 ： 10点  ■50％以上60％未満 ： 5点

Ⅳ	 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、
	 毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること

■有 ： 5点

Ⅴ	 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。  ■有 ： 5点

Ⅵ	 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 ■有 ： 5点

Ⅶ	 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 ■有 ： 5点

②�技能等の
　修得等に係る
　実績

【最大40点】

Ⅰ	 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率
	 （旧制度の基礎２級程度の合格率を含む。）

■95％以上 ： 10点　■80％以上95％未満 ： 5点
■75％以上80％未満 ： 0点　■75％未満 ： －10点

Ⅱ	 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験の合格率
＜計算方法＞
分母：新制度の技能実習生の2号・3号修了者数－やむを得ない不受検者数＋旧制度の技能実習生の受検者数
分子：（3級合格者数＋2級合格者数×1.5）×1.2
※ 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。施行日前について

は、施行前の基準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。
※施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ－２（1）及び（2）で評価することも可能とする

■80％以上 ： 20点
■70％以上80％未満 ： 15点
■60％以上70％未満 ： 10点
■50％以上60％未満 ： 0点
■50％未満 ： －20点

Ⅱ－２（1）　直近過去３年間の３級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
■2以上の実習実施者から合格者を輩出 ： 15点
■1 の実習実施者から合格者を輩出 ： 10点
■上記以外 ： －15点

Ⅱ－２（2）　直近過去３年間の２級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
■2以上の実習実施者から合格者を輩出 ： 5点
■1の実習実施者から合格者を輩出 ： 3点

Ⅲ	 直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科試験の合格実績
※２級、３級で分けず、合格人数の合計で評価

■2以上の実習実施者から合格者を輩出 ： 5点
■1の実習実施者から合格者を輩出 ： 3点

Ⅳ	 技能検定等の実施への協力
※ 傘下の実習実施者が、技能検定委員（技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採

点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者）又は技能実習評価試
験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に
必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定

■1以上の実習実施者から協力有 ： 5点

③�法令違反・
　問題の
　発生状況

【最大5点】

Ⅰ	 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること
	 （旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。）

■改善未実施 ： －50点
■改善実施 ： －30点

Ⅱ	 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと（旧制度を含む。）

■ゼロ ： 5点
■10%未満又は1 人以下 ： 0点
■20%未満又は2人以下 ： －5点
■20%以上又は3人以上 ： －10点

Ⅲ	 直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること（旧制度を含む。） ■該当 ： －50点

Ⅳ	 直近過去３年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること
	 （監理団体が不正を発見して機構（旧制度では地方入国管理局）に報告した場合を除く。）

■計画認定取消し（実習監理する実習実施者の数に対
する認定を取り消された実習実施者（旧制度で認定取
消し相当の行政指導を受けた者を含む。）の数の割合）
　15％以上　　　　　　－10点　
　10％以上15％未満　　－７点
　5％以上10％未満　　　－5点
　0％を超え5％未満　　　－3点　
■改善命令（実習監理する実習実施者の数に対する
改善命令を受けた実習実施者（旧制度で改善命令
相当の行政指導を受けた者を含む。）の数の割合）
　15％以上　　　　　　－5点
　10％以上15％未満　－4点
　5％以上10％未満　　－3点
　0％を超え5％未満　　－2点

④相談・
　支援体制

【最大15点】

Ⅰ	 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、
	 関係職員に周知していること

■有 ： 5点

Ⅱ	 	技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っ
ていた者に限る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構へ
の登録を行っていること。

■有 ： 5点

Ⅲ	 	直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理団体傘下の実習実施
者で技能実習を行っていた者に限る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能
実習生の受入れを行ったこと（旧制度下における受入れを含む。）

■有 ： 5点

⑤地域社会との
　共生

【最大10点】

Ⅰ	 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること ■有 ： 4点

Ⅱ	 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること ■有 ： 3点

Ⅲ	 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること ■有 ： 3点

■表1�優良な監理団体（一般監理事業）の要件
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優良な実習実施者
（企業単独型も含む）について

3

1．優良要件
優良な実習実施者については、技能等の修得等をさせる能力

につき高い水準を充たすと認められるものであることが必要であり、
具体的には次ページの表 2で 6 割以上の点数（120 点満点で
72 点以上）を獲得した場合に、「優良」であると判断されます。
なお、当面は項目② -Ⅰ、Ⅱを除く項目で判断されます（110
点満点で 66 点以上）。

2．申請方法
実習実施者は次ページの表 2に照らして 6 割以上の点数

の獲得が確認できた場合、「優良要件適合申告書（参考様
式 1-24、別紙 1、別紙 2、別紙 3）」を技能実習計画の認定
申請の際に、添付書類として提出します。

3．対策
前述のとおり、実習実施者が優良認定を受けるためには、
表 2において、当面は 110 点満点中 66 点以上獲得すること
が必要です。表 2では、「①技能等の修得等に係る実績」
の配点が最大 70 点と最も大きくなっています。項目①－Ⅰ（過
去 3 年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技
試験の合格率）は、旧制度の基礎 2 級の全体の合格率が
95％程度であることを考えると、多くの実習実施者で 95％以上
での 20 点獲得が可能と思われます。
項目①－Ⅱ（2・3 級実技試験の合格率）については、当面

の措置として①－Ⅱ－2（1）の代替規定により、合格率ではなく、
直近の過去３年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合
格実績があれば得点できます。この項目は、合格者 1人で＋
15 点、2人で＋25 点、3人以上で＋35 点と加点が大きい一方
で、合格者なしの場合は大幅な減点（－35 点）となりますので、
実習実施者が合計 66 点以上を目指すうえで、この項目への取
組が非常に重要と言えます。合格実績のない実習実施者は、
まずは申請前に、3級合格者の輩出を目指しましょう。
その他の項目では、①－Ⅳ（技能検定等の実施への協力）、
⑤－Ⅰ（母国語相談・支援のマニュアル等の策定及び関係職
員への周知）、⑥地域社会との共生のⅠ～Ⅲの各項目などにつ

いて、確実に実施することで、ポイントを獲得しましょう。

4．留意点
「優良」であると一度判断された後も優良な実習実施者とし
て技能実習を行わせ続けるためには、表 2で 6 割以上の点数
を保ち続ける必要があり、そのため合格率や合格実績を高い水
準で維持することが必要となります。合格率が低下し、他のポイ
ントを併せても6割未満の点数となってしまった場合には、優良
な実習実施者として技能実習計画の認定を受けることができなく
なります。つまり、第 3号技能実習を行う場合や規則第 16 条
第 2項（人数枠の拡大）の適用を受けようとする場合には、将
来的にも常に「優良」であることが求められることになります。

技能実習生の人数枠4

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が
定められており、基本人数枠は以下の表 3のとおりです。
なお、実習実施者と監理団体が優良である場合には、規
則第 16 条第 2 項の適用を受けることができ、第 1 号又は第
2 号の技能実習生の人数枠については、基本人数枠の倍とな
ります。また、第 3 号の技能実習生の人数枠については、第
1 号の 3 倍までとなり、他の実習実施者からの技能実習生の
受入れも可能となります。（表 4）
ただし、以下の人数を超えてはならないとされているので注
意が必要です。
・第 1 号技能実習生：常勤の職員の総数
・第 2 号技能実習生：常勤の職員の総数の 2 倍
・第 3 号技能実習生：常勤の職員の総数の 3 倍

実習実施者の
常勤の職員の総数

技能実習生の人数

301人以上 常勤職員総数の20分の１
201人～300人 15人
101人～200人 10人
51人～100人 ６人
41人～50人 ５人
31人～40人 ４人
30人以下 ３人

第１号 （1年間） 第２号 （2年間） 第３号 （2年間）

団体監理型
基本人数枠の２倍 基本人数枠の４倍 基本人数枠の６倍

企業単独型
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的
な実習を行わせる体制を有すると認める企業

上記以外の企業 常勤職員総数の１０分の１ 常勤職員総数の５分の１ 常勤職員総数の10分の３

■表3 新制度の基本人数枠

■表4 優良基準適合者の場合

新 制 度 特 集 ③

※常勤職員数には、技能実習生（１号、２号及び３号）は含まれない。
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項目 配点

①�技能等の
　修得等に係る
　実績

【最大７０点】	

Ⅰ	 過去３年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率
	 （旧制度の基礎２級程度の合格率を含む。）

■95％以上	：	20点
■80％以上95％未満	：	10点
■75％以上80％未満	：	0点
■75％未満	：	－20点

Ⅱ	 過去３年間の２・３級程度の技能検定等の実技試験の合格率
※計算方法は監理団体（一般監理事業）の②Ⅱと同じ
※施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ－２（1）及び（2）で評価することも可能とする。

■80％以上	：	40点
■70％以上80％未満	：	30点
■60％以上70％未満	：	20点
■50％以上60％未満	：	0点
■50％未満	：	－40点

Ⅱ－２（1）　直近過去3年間の３級程度の技能検定等の実技試験の合格実績

■合格者3人以上	：	35点
■合格者2人	：	25点
■合格者1人	：	15点
■合格者なし	：	－35点

Ⅱ－２（2）　直近過去３年間の２級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
■合格者2人以上	：	5点
■合格者1人	：	3点

Ⅲ　直近過去３年間の２・３級程度の技能検定等の学科試験の合格実績
※２級・３級で分けず、合格人数の合計で評価

■合格者2人以上	：	5点
■合格者1人	：	3点

Ⅳ　技能検定等の実施への協力
※	技能検定委員（技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や
検定試験会場での指導監督などを職務として行う者）又は技能実習評価試験において技能検定委
員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備
等の貸与等を行っている場合を想定

■有	：	5点

②�技能実習を
　行わせる体制

【最大10点】※講習の整備から1年までは配点なし

	Ⅰ　直近過去３年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ■全員有	：	５点

Ⅱ　直近過去３年以内の生活指導員の講習受講歴 ■全員有	：	５点

③技能実習生の
　待遇

【最大10点】

Ⅰ　第１号技能実習生の賃金（基本給）のうち最低のものと最低賃金の比較
■115％以上	：	５点
■105％以上115％未満	：	３点

Ⅱ　技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率
■５％以上	：	５点
■３％以上５％未満	：	３点

④法令違反・
　問題の
　発生状況

【最大5点】

Ⅰ	 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること
	 （旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。）

■改善未実施	：	－50点
■改善実施	：	－30点

Ⅱ	 	直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと（旧制度を含む。）

■ゼロ	：	５点
■10%未満又は１人以下		：	０点
■20%未満又は２人以下	：	－５点
■20%以上又は３人以上	：	－10点

Ⅲ　直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること（旧制度を含む。） ■該当	：	－50点

⑤相談・
　支援体制

【最大15点】

Ⅰ	 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること ■有	：	５点

Ⅱ	 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること
	 （旧制度を含む。） ■有	：	５点

Ⅲ	 	直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会
を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと（旧制度下における受入れを含む。）

■有	：	５点

⑥地域社会との
　共生

【最大10点】

Ⅰ	 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ■有	：	４点

Ⅱ	 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ■有	：	３点

Ⅲ	 	日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ■有	：	３点

■表2�優良な実習実施者の要件

表1〜4 出所：「技能実習制度運用要領」（法務省・厚生労働省 編）
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監理責任者等の養成講習について

新 制 度 特 集 ④

養成講習の概要1 講義内容、理解度テスト、受講証明書2

（○ …該当、 ー …非該当）
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技能実習法に基づく新制度では、①監理団体におい
て監理事業を行う事業所ごとに選任することとされてい
る監理責任者、②監理団体が監理事業を適切に運営
するために設置することとされている指定外部役員又は
外部監査人、③実習実施者において技能実習を行わ
せる事業所ごとに選任することとされている技能実習責
任者について、いずれも３年ごとに、主務大臣が適当と
認めて告示した講習機関（以下「養成講習機関」）に
よって実施される講習（以下「養成講習」）を受講しな
ければならないと定められています。養成講習機関の体
制整備等に時間を要することから、当面の間は養成講
習を受講しなくとも、監理責任者、指定外部役員もしく
は外部監査人、技能実習責任者となることが可能（経
過措置）ですが、体制整備後は一定期間以内に受講
する必要があります。
なお、養成講習機関については、要件を満たす民間
の講習実施機関を主務大臣が告示することになってお
り、今年の秋頃には養成講習機関名や実施日程等が公
表される見通しです。
また、監理団体の監理責任者以外の監査を担当する
職員や、実習実施者における技能実習指導員及び生
活指導員については、養成講習の受講は義務ではあり
ませんが、これらの者に対し３年ごとに養成講習を受講
させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者
と判断する要件の１つとなっており、受講が推奨されて
います。

養成講習のテキスト・教材については、養成講習機
関が個々に作成することとなっていますが、講義項目、
講義内容、講義時間等については、主務官庁である
厚生労働省により概ね定められています。それによると、
監理責任者等講習では技能実習法、入管法令、労働
関係法令等の講義に加え、監理団体の職務遂行上の
留意点（実習監理の重要性、技能実習計画の作成指
導、監査体制の構築など）、個人情報保護と公正な採
用選考の推進などが主な講義内容となります。一方、
技能実習責任者講習では、技能実習法や労働関係法
令の他に技能実習指導の行い方や労働災害防止・労
働災害時の対応、技能実習生との向き合い方などが主
な内容となります（下表参照）。
また、いずれの養成講習においても講習の最後に20
分程度の ｢理解度テスト」が実施されます。100 点満
点中 80 点以上で合格となり、合格者に「受講証明書」
が交付されます。各養成講習の受講証明書は受講義
務の履行や優良要件の適合性の証しとなり、監理責任
者や外部役員・外部監査人については、受講証明書
の写しを監理団体許可の申請書類に添付する必要があ
ります（経過措置あり）。なお、2019 年３月末迄は試行
実施期間の扱いとなり、仮に理解度テストに不合格であ
っても受講証明書は交付されますが、それ以降は理解
度テストに不合格となると当日補講と再テストを実施し、
再テストに不合格となると受講証明書が交付されないの
で注意が必要です。	

所属 受講対象者 受講
義務

受講
推奨

（優良
要件）

講義
時間

講習項目

技能
実習法

入国
管理法

労働関係
法令

監理団体と
しての職務
遂行上の
留意点

個人情報保護の
取扱に係る

技能実習法の
遵守と公正な

採用選考の推進

技能実習
指導の
行い方

労働災害
防止・

労働災害
時対応

技能実習
生との向
き合い方

理解度
テスト

監理
団体

監理責任者 ○ ー 7時間 ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○
外部役員・
外部監査人

○ ー 7時間 ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○

監理責任者
以外の監査を
担当する職員

ー ○ 7時間 ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ○

実習
実施者

技能実習責任者 ○ ー 7時間 ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○
技能実習指導員 ー ○ 7時間 ○ ー ○ ー ー ○ ○ ○ ○
生活指導員 ー ○ 5時間 ○ ー ー ー ー ー ○ ○ ○



外国の送出機関の要件について

新 制 度 特 集 ⑤
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　技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関
が重要な役割を担っていますが、その一方で、これまで、失踪防止
等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴
収等をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せ
ず、技能実習を単なる出稼ぎととらえて来日する技能実習生の存
在が指摘されています。
　こうしたことを背景に、技能実習法に基づく新制度では、監理
団体の許可にあたり、外国の送出機関が主務省令で定める要件
に適合することを求めることになっています。

　技能実習法令が定める送出機関の要件は次のとおりです。　
（1）技能実習生の日本への送出に関する事業を行う事業所が所

在する国又は地域の公的機関から、技能実習の申込みを適
切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を
受けていること。

（2）制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適
切に選定し、日本への送出しを行うこととしていること。

（3）技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について
算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用につい
て団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解さ
せることとしていること。

（4）技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適
切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援
を行うこととしていること。

（5）技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況
等について、法務大臣及び厚生労働大臣又は外国人技能
実習機構が行う調査に協力することとしていること。その他、
法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適
正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じること
としていること。

（6）当該機関又はその役員が禁錮以上の刑（これに相当する外
国の法令による刑を含む）に処せられ、その刑の執行を終わ
り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しない者でないこと。

（7）（1）に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うことと
していること。

（8）当該機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為
をしていないこと。
イ）	技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかん
を問わず、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同
居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接
な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

ロ）	技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める
契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定
する契約をする行為

ハ）	技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他

人権を侵害する行為
ニ）	偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文
書若しくは図画を行使し、又は提供する行為

（9）技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、（８）イ、ロの行為
が行われていないことについて、技能実習生になろうとする
者から確認することとしていること。

（10）（1）～（9）のほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に
日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するもので
あること。

　日本政府は送出し国との間で、適正な送出機関をあらかじめ
選別するような公的な仕組みを構築するべく２国間取決めを順
次作成することとしています。

　送出し国と２国間取決めがされていない場合
　監理団体は、取次ぎを受けようとする外国の送出機関が上記
（１）～（10）の要件に適合していることを証明する書類を当該外
国の送出機関から入手して、監理団体の許可申請書の添付資
料として提出する必要があります。
【添付書類】
●	外国の送出機関との契約書の写し
●	外国の送出機関の概要書（参考様式第２－９号）
●	外国の送出機関の事業所が所在する国又は地域において登
記・登録等がされていることを証する公的な資料

●	送出し国の技能実習制度関係法令及び日本語訳
●	外国の送出機関が送出し国の技能実習制度関係法令に従っ
て技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証
する書類

●	外国の送出機関が徴収する費用明細書（参考様式第２－10号）
●	監理団体の許可に関する外国の送出機関の誓約書（参考様
式第２－11号）

●	外国の送出機関の推薦状（参考様式第２－12号）
※外国の送出機関の推薦状の入手に時間がかかる場合は、監理団体許可申請時に揃ってい
なくても、外国人技能実習機構にて申請は受け付けられますが、本年10月10日までに追加提
出する必要があります。

　送出し国と２国間取決めがされている場合
　送出し国政府が送出機関の適格性を個別に審査することにな
るので、送出し国政府から認定を受けている送出機関（外国政府
認定送出機関）であれば、上記（１）～（10）の要件に適合している
ものとみなされます。外国政府認定送出機関については、２国間
取決めが作成された後、順次、外国人技能実習機構のホームペ
ージ等でも公表されることとなっています。
【添付書類】
●	外国の送出機関との契約書の写し
●	外国の送出機関の概要書（参考様式第２－９号）
●	外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し

外国の送出機関の要件1 監理団体許可申請時の添付書類2



　JITCOは、監理団体・実習実施者の皆様に向けて、技能実習法や制度について解説する教材や、技能実習生・

研修生の受入れに関する知識、技術指導及び生活指導等をまとめた教材を制作しています。また技能実習生・研

修生に向けて、日本での暮らしに関するもの、技能実習・研修を受ける上で必要となる事項をまとめた教材等を

揃えています。ぜひご活用ください。

20    かけはし 2017.7 Vol.130

【教材に関するお問合わせ先】　JITCO教材センター
電話：03-4306-1110　　Fax：03-4306-1116　　E-mail： publication_center@jitco.or.jp

教材の詳細については、JITCO のＨＰ→有料教材→「教材のご案内」（PDF）でご覧いただけます。

新制度を理解するための必読書

JITCOの教材のご案内

技能実習法関連各種政令・省令・運用要領等（賛助会員は割引）

定価：3,240 円（本体 3,000 円＋税）

　2017年 11月1日から技能実習法に基づく新しい技能実習制度がスタートします。新制度では、監
理団体の許可、技能実習計画の認定等、抜本的に改正されています。そこで、技能実習法、関係政令・
省令及び技能実習制度運用要領（マニュアル）などをセットにした「技能実習法関連各種政令 ･省令 ･ 運用
要領等」を教材センターで販売しておりますので、新制度の理解を深めるためにもぜひご活用ください。

〈セット内容〉　※本書は下記５点ワンセット（ケース入り）としたセット販売のみで、単品での販売はしておりません。
１．技能実習法（42 頁）　
２．技能実習法に関する政令・省令・告示（276 頁／縦書き）
３．技能実習制度運用要領①（運用マニュアル／ 286 頁）　
４．技能実習制度運用要領②（別紙）（各種様式類／ 245 頁）
５．技能実習法に関する通知・移行対象職種追加等事務取扱要領（119 頁）

新制度・技能実習生受入れセミナー 配布資料（レジュメ）（賛助会員は割引）

定価：２，８５８円（本体２，６４７円＋税）

　当機構は本年５月から６月にかけて「新制度・技能実習生受入れセミナー」を全国の主要都市で開催いた
しました。本セミナーでは、「新しい技能実習制度と技能実習生受入れのポイント」、「技能実習生の受入
れ実務と留意点」の２つをテーマとして説明を行いました。本教材は、セミナーで使用した説明資料（レジュ
メ）を有料で販売するものです。特に、これから監理団体許可申請を行われる方、また、団体監理型技能
実習の技能実習計画認定申請を行われる方にとり、役立つものです。

〈セット内容〉
１．新しい技能実習制度と技能実習生受入れのポイントについて（63 頁）
２．監理団体許可申請書類及び技能実習計画認定申請書類の書き方（団体監理型技能実習）（241 頁）
３．監理団体許可関係申請に係る提出書類一覧・確認表
　 技能実習計画認定申請（団体監理型）に係る提出書類一覧・確認表（14 頁）
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健康と安全の確保のための教材既刊本

安全衛生管理のしおり（賛助会員は割引）

■中国語版　■英語版　
■インドネシア語版　■ベトナム語版　※ いずれも日本語との対訳形式。 定価：各 1,882 円（本体 1,743 円＋税）　Ｂ５判 73 頁

　日本では、作業場の安全衛生を確保するために、法律によって多くのことが決められています。また、

会社や職場でもいろいろな安全衛生のルールを定めています。こうした法律やルールを守らなければ、そ

れがすぐに大事故や大けがにつながることになります。この本は、製造業職場での対策を中心に、安全衛

生の一般的な項目や機械、設備を取り上げて解説しています。入国前の研修、あるいは講習期間、技能

実習の初期に安全衛生教育をするのに最適の書です。

改訂 グラインダ安全必携－研削といしの取替え・試運転関係特別教育用テキスト－（賛助会員は割引）

■中国語版　■英語版　
■インドネシア語版　■ベトナム語版　※ いずれも日本語との対訳形式。 定価：各２，０５７円（本体１，９０５円＋税）　Ａ５判３９３頁

　毎年多数のグラインダ災害が発生しており、特に研削としいの取替えとその試運転の方法の誤りによるも

のが多く見られます。このような災害を防止するためには、グラインダ及びその付属設備の整備・保全、適

正な作業管理の遂行などを徹底して行う必要があります。

　この本は、グラインダ作業について、現場作業者のために機材の図や写真を多用してわかりやすく説き明

かしたもので、単に研削といしの取替え又は取替え時の試運転業務の特別教育用テキストにとどまらず、グ

ラインダ作業の技術書としても有用なものとなっています。

改訂 粉じんによる疾病の防止－粉じん作業特別教育用テキスト－（賛助会員は割引）

■中国語版　■英語版　
■インドネシア語版　■ベトナム語版　※ いずれも日本語との対訳形式。 定価：各 1,851 円（本体 1,714 円＋税）　Ａ５判 151 頁

　粉じん障害防止対策を実効あるものとし、じん肺の減少を図るためには、事業者の努力に加えて、作業に

携わる労働者一人ひとりの理解と協力が必要です。このような趣旨から粉じん障害防止規則には、粉じん作

業に従事する労働者に対し特別の教育を行うべきことが定められています。

　この本は、粉じん作業に従事する労働者が知っていなければならない最も重要なことがらを網羅し、現場

作業者や指導者向けに特別教育用のテキストとしてイラストを交えて簡潔明瞭にとりまとめたものです。

外国人技能実習における健康管理のしおり（賛助会員は割引）

■中国語版　■英語版　
■インドネシア語版　■ベトナム語版　※ いずれも日本語との対訳形式。 定価：各 1,882 円（本体 1,743 円＋税）　Ｂ５判 83 頁

　この本は、病気にかからず健康な体を維持していくために必要な生活の知識や技能実習現場での健康管

理や病気にかかったときのために、体に現れた症状と予測される病気の種類や緊急時の対応など基本的な

事項についてイラストを交えてわかりやすく解説しています。なお、本書の第４編は、技能実習生を受け入

れる企業や生活指導員の方々に必要な健康管理の基本的な事項および最低必要な病気の基礎知識を収録し

ています。



技能実習制度に関する各種セミナーを開催しています。皆様のご参加をお待ちしております。

技能実習制度を知りたい方へ

専門性を高めたい方へ

技能実習制度説明会
外国人技能実習制度の適正な推進を目的として、本制度の概
要、技能実習生・監理団体・実習実施機関（企業等）に係る
入管法令上の要件、技能実習２号への移行手続き等、現行制
度全般に関する基礎的な説明に加え、新制度に関する概要の
説明をいたします。

【参 加 費】
一般：6,000 円、賛助会員：2,000 円

【開 催 日】
第５回　8 月 2 日（水）　第６回　9 月 6 日（水）

【開催時間】 
13:00～16:30 

【開催場所】
ビジョンセンター田町
※ 本説明会は 2010 年 7 月から施行されている現行の技能実習

制度の説明が中心です。
※ 団体監理型、企業単独型のいずれのタイプで受入れを検討され

ている方にもご参加いただけます

日本語指導担当者実践セミナー
（旧名称：日本語指導セミナー）

講習の日本語指導のポイント、計画の立てかた、技能実習生
に必要な｢話す ｣｢ 聞く｣力をつけるための指導方法等につい
て、具体例をもとに実践的に学んでいただけます。

【参加費】
一般：13,000 円、賛助会員：10,000 円　

【開催日と開催場所】
10 月 27 日（金） 東京 ／ 11 月 17 日（金） 富山 ／
12 月 7 日（木） 名古屋／ 12 月 8 日（金） 高松／
2018 年 1 月 18 日（木）大阪／ 1 月 19 日（金）福岡／
2 月 16 日（金）東京

安全衛生セミナー
技能実習生が安全に技能修得に取り組み、健康に生活できる
方策の周知を目的として、厚生労働省の委託事業の一環で開
催。雇い入れ時等の安全衛生教育、事故防止のための具体的
な対策について、災害事例等の紹介をまじえながら解説します。
生活指導やメンタルヘルスケアのポイントも紹介します。

【参加費】
無料　

【開催予定場所】
仙台、福岡、広島、高松、東京
※ 監理団体・実習実施機関の経営者、技能実習指導員、生活

指導員等が対象です。

JITCO特別セミナー
新しい技能実習制度の適正化と技能実習生の保護に資するた
めのセミナーです。団体監理型、企業単独型のいずれのタイプ
で技能実習生の受入れを検討されている方、また現在受け入
れている方にもご参加いただけます。

【参 加 費】
一般：6,000 円、賛助会員：2,000 円

【開催予定】
東京
※ 2017 年度は内容を変えて4 回実施する予定。
※ 団体監理型、企業単独型のいずれのタイプで受入れを検討され

ている方にもご参加いただけます。
※ 第 1 回は 6 月28日に終了。同内容で 7 月19日（水）に追

加開催（空席状況は JITCOセミナーサイトでご確認ください。）

日本語指導担当者トピック別実践セミナー
（旧名称：日本語指導ワークショップ）

日本語指導に関する２つのトピックを取り上げてじっくり考えます。
トピックＡでは授業での口頭練習の方法やイラスト等小道具の使
い方等を、トピックＢでは、外国人が学ぶ日本語文法の入口を
のぞいて、指導にどう活かすか考えます。

【参加費】
1トピックにつき一般：8,000 円、賛助会員：5,000 円

【開催日と開催場所】
9 月 8 日（金） 東京／ 2018 年 2 月 9 日（金）大阪／
3 月 9 日（金）東京

技能実習生とのコミュニケーション実践セミナー
技能実習生受入れ関係者（監理団体の相談員及び受入れ企業
の指導員など）を対象としたセミナーです。挨拶や日常生活に
必須の会話はもちろん、技能実習の各場面における会話を学ぶ
ことができます。

【参加費】
一般：10,000 円、賛助会員：3,000 円　

【開催予定場所】
東京
※2017 年度はインドネシア語、中国語、フィリピン語、ベトナム語

について各言語 1 回ずつの開催を予定。
※インドネシア語は 6 月23日に終了。
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日時 セミナー内容 開催場所 担当部 ＴＥＬ

2
0
1
7
年

8月 2日（水） 技能実習制度説明会 東京（ビジョンセンター田町） 企業部相談課 03-4306-1155

9月

6日（水） 技能実習制度説明会 東京（ビジョンセンター田町） 企業部相談課 03-4306-1155

8日（金）
日本語指導担当者トピック別実践セミナー
トピックA　はじめての日本語指導
トピックB　日本語指導員のための日本語文法入門 

東京 能力開発部援助課 03-4306-1168

10月 27日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 東京 能力開発部援助課 03-4306-1168

11月 17日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 富山 能力開発部援助課 03-4306-1168

12月
7日（木） 日本語指導担当者実践セミナー 名古屋 能力開発部援助課 03-4306-1168

8日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 高松 能力開発部援助課 03-4306-1168

2
0
1
8
年

1月
18日（木） 日本語指導担当者実践セミナー 大阪 能力開発部援助課 03-4306-1168

19日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 福岡 能力開発部援助課 03-4306-1168

2月
9 日（金）

日本語指導担当者トピック別実践セミナー
トピックA　はじめての日本語指導
トピックB　日本語指導員のための日本語文法入門 

大阪 能力開発部援助課 03-4306-1168

16日（金） 日本語指導担当者実践セミナー 東京 能力開発部援助課 03-4306-1168

3月 9 日（金）
日本語指導担当者トピック別実践セミナー
トピックA　はじめての日本語指導
トピックB　日本語指導員のための日本語文法入門 

東京 能力開発部援助課 03-4306-1168

1

2

4 各お申込み方法から希望の方法を選択し、
お客様情報を入力してください。

必要事項をご入力後、［確認］ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。
内容をご確認の上、お間違いなければ［予約］ボタンを押してください。お申込
み後、「お申込み受け付けメール」が届きます。
※ お申込み当日の内に自動返信メールが届かない場合は、お手数ですがご連
絡お願いします。※ 迷惑メールフォルダに入っていないかご確認お願いいたしま
す。※ 携帯電話からお申込みの場合、携帯電話の受信設定をPC からのメー
ルも受信できるよう変更お願いいたします。※「～＠ ezweb.ne.jp」へは返信メ
ールが届かない場合があります。「＠ jitco.or.jp」を受信可能に設定するか、各
種 PCメールでのお申込みをお願いいたします。

日程・お申込みはこちら を押す。

トップページを開き、希望のセミナーを選択する。

●セミナーメンバー登録をする ▶  新規 ID 登録  ボタン
●セミナーメンバー登録をしない ▶  ID 登録しないでお申込み  ボタン
●すでにセミナーメンバーである ▶ログイン ID（メールアドレス）と
  　パスワードを入力して　ログイン
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2017 年度開催セミナー情報 （6 月末日時点 ※ 開催情報は追加・変更する場合がございます）

お申込みには JITCO のセミナーサイトをご活用ください

http://www.jitco.or.jp/seminar/

3 お申込 を押す。



■技能実習法の施行日が今年の11月1日と決まり、外国人技能実習機構
による監理団体許可や技能実習計画認定の施行日前申請受付が始まるな
ど、新制度に向けた動きがいよいよ本格化してきました。最近はJITCO
の本部や各地方駐在事務所にも、監理団体・実習実施機関の皆様からの
新制度対応に関するご相談やお問合せを多数いただいております。そこ
で本号の『かけはし』では、「労務管理の窓から」や「もっと役立つ入管指
南」といった定番コーナーの掲載を一時休止し、技能実習法の施行に向
けて対応が必要な項目の解説を中心に新制度特集としました。少しでも
監理団体・実習実施機関の皆様のご参考になりましたら幸いです。

編集後記
かけはし（JITCO JOURNAL）　第26巻130号

JITCOホームページ　http://www.jitco.or.jp/

発 行 日

発 　 行

企画編集

2017 年（平成29年）7月1日

公益財団法人 国際研修協力機構
〒108-0023
東京都港区芝浦2-11-5
　　五十嵐ビルディング11階・12階

総務部 広報室
Tel:03-4306-1166 Fax:03-4306-1112
E-mail：kouhou@jitco .or . jp
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JITCO開催セミナーのご報告
外国人技能実習制度「新制度説明会」の開催 （2017 年 3 月）

「新制度・外国人技能実習生受入れセミナー」の開催 （2017 年 5・6 月）

　JITCOでは、2017 年 3月1日から3月31日まで、東京、名古屋など全国 8ヶ所（合計 10回）において、JITCO主催、
法務省・厚生労働省後援による外国人技能実習制度「新制度説明会」を開催いたしました。
　「新制度説明会」には、監理団体・実習実施機関を中心に約 5000 名の方々が出席され、法務省・厚生労働省の講師から
約 3時間にわたり、新たな技能実習制度についての説明がなされました。

　JITCOでは、監理団体・実習実施者の皆様から寄せられる「新制度の下で必要となる実務上の知識を修得できる講習会を開
催してほしい」とのご要望にお応えし、2017 年 5月から6月まで、全国 9ヶ所（合計 12回）にわたり、技能実習生受入れのポ
イント、監理団体許可申請書類及び技能実習計画認定申請書類の書き方等を説明するセミナーを開催し、約 3000 名の方々
が出席されました。
　本セミナーは、法令等に盛り込まれている内容について、JITCOの理解を基に作成した資料を用いてご説明しました。
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